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は じ め に 

 

近年、少子高齢化による家族形態の変化、就労の多様化、地域コミュ

ニティ意識の希薄化など、子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変

化する中で、子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくはなく、保

育ニーズの多様化も進んでいます。  

このような中、本町では、平成２７年度から５年を１期とする「すく

すくえがお益城っ子プラン（益城町子ども・子育て支援事業計画）」を

策定し、町全体で子育てができる環境づくりに向け、子育て中の親だ

けでなく、｢町の宝｣｢将来の夢｣である次代を担う子どもへの支援を行

うとともに、若い世代が安心して子どもを産み、子育てをしたいまち

づくりを推進してきました。  

このたび、「すくすくえがお益城っ子プラン」が令和元年度に計画期

間が満了となることから、新たな計画の策定に向けて、子どもの現状

と将来の動向及び子育て支援策に関する状況の把握、整理を行うとと

もに、「益城町子ども子育て会議」において計画の内容についてご審議

いただき、令和２年度を初年度とする新たな「第２期  すくすくえが

お益城っ子プラン（第２期  益城町子ども・子育て支援事業計画）」を

策定しました。  

この計画に基づき、｢第６次益城町総合計画｣でうたっている「子育

て世帯に選ばれる町」として、子育て支援の環境づくりを推進してま

いります。  

最後に、この計画の策定にあたり、ご尽力いただきました｢益城町子

ども・子育て会議｣の委員の皆様をはじめ、子ども・子育て支援に関す

るアンケート調査などにご協力いただきました町民の皆様に心からお

礼申し上げます。  

 

 

 

令和２年（２０２０年）３月 

益城町長 西 村 博 則 
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第 1 章  計画の策定にあたって  

 

１ 計画策定の背景と趣旨等 

わが国における子どもを取り巻く環境は、急速に進む少子化、核家族化、都市部を中心とする

待機児童の増加など、家庭環境や地域における子育てをめぐる環境の著しい変化の中にあり、こ

れらの変化に対応すべく子育て環境の整備が求められています。 

そのため、国においては、平成 24 年 8 月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決する

ために、「子ども・子育て関連 3法」を成立させ、これらの法律に基づく「子ども・子育て支援

新制度」の開始に当たり、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

提供を図るために、市町村ごとに「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとしました。 

また、令和元年 10月からは、子どもたちに対し生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育

の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的として幼児教育・

保育の無償化が実施されるとともに、共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を

担う人材を育成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行

うことができるよう「新・放課後子ども総合プラン」を策定するなど、子ども・子育てに関する

新たな取り組みが進められています。 

このような状況の中、益城町では、平成 26年度に「すくすくえがお益城っ子プラン（益城町

子ども・子育て支援事業計画）」を策定し、乳幼児期から小学生とその保護者を対象とした住民

のニーズに応える教育・保育事業の体制づくり及び子ども・子育て環境の整備を積極的に進めて

います。 

この度、「すくすくえがお益城っ子プラン（益城町子ども・子育て支援事業計画）」が令和元年

度に計画期間が満了となることから、新たな計画の策定に向けて、令和元年度にニーズ調査を実

施し、子どもの現状と将来の動向及び子育て支援策に関する状況の把握、整理を行うとともに、

「益城町子ども子育て会議」において計画の内容について審議し、令和２年度を初年度とする新

たな「第二期 すくすくえがお益城っ子プラン（第 2期 益城町子ども・子育て支援事業計画）」

を策定しました。 

 

【「子ども・子育て関連３法」の概要】 

子ども・子育て支援法 

認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付及

び小規模保育等への給付の創設、地域の子ども・子育て

支援の充実のための処置を講ずる。 

認定こども園法の一部改正法 

幼保連携型認定こども園について、単一の施設として

認可・指導監査等を一本化した上で、学校及び児童福祉

施設としての法的な位置付けを付与する。 

子ども・子育て支援法及び認定こど

も園法の一部改正法の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴い、関連法律の改正を実施する。 
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２ 計画の法的根拠と位置付け 

（１）法的位置づけ 

この計画は、子ども・子育て支援法第 61条第１項に規定する「市町村子ども・子育て支援事

業計画（教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく

業務の円滑な実施に関する計画）」として策定したものです。 

また、次世代育成支援対策推進法第 8 条第 1 項に規定する「次世代育成支援対策の実施に関

する計画（市町村行動計画）」の内容を一部引き継いだものです。 

加えて、子どもの貧困対策の推進に関する法律第４条の規定に基づいて、本町の状況に応じた

子どもの貧困対策の取組に関する計画とします。 

策定にあたっては、子ども・子育て支援法に基づく基本指針及び次世代育成支援行動計画策定

指針を踏まえ、県の「子ども・子育て支援事業計画」や、町の上位計画である「益城町総合計画」、

及び町の各種関連計画との整合性を図っています。 

 

（２）益城町の計画体系における位置づけ 

本計画は「第６次益城町総合計画 ～再生・発展への復興計画～」を最上位計画とし、「益城

町地域福祉計画」を上位計画とする子ども・子育て支援分野の個別計画として位置づけられる計

画です。 

また、「益城町障がい者計画」、「益城町障がい福祉計画・障がい児福祉計画」、「益城町健康づ

くり推進計画・食育推進計画」、「益城町男女共同参画計画」といった他の個別計画と調和が保た

れた計画とします。 

 

３ 計画の期間 

本計画は、計画期間を令和２年度から令和６年度までの５年間とします。また、目標の達成状

況を評価し、中間年度である令和４年度に進捗状況を点検し、必要に応じて見直しを行うものと

します。 

 

 

  

令和
元年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

本計画の期間第1期計画期間 次期計画期間
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４ 計画の策定体制 

（１）益城町子ども・子育て会議における審議 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 77 条の規定に基づく「益城町子ども・子育て会議」

を開催し、町の子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項（本

計画に掲げる事項）及び施策の実施状況（計画の進捗管理）について、調査・審議しました。 

 

開催日 内 容 

平成 31年 2月 18日 ・計画策定の趣旨等について説明 

・ニーズ調査の概要について説明 

・調査内容の審議 

令和元年 7月 1日 ・ニーズ調査結果の審議 

令和元年 10月 25日 ・量の見込み、確保方策の審議 

・計画骨子案の審議 

令和元年 12月 26日 ・計画案の審議 

 

（２）ニーズ調査の実施 

本計画の策定にあたり、町民の子育て支援に関する生活実態や要望等を把握し、計画策定にお

ける基礎資料とすることを目的に、就学前児童・就学児童の保護者を対象としたニーズ調査を実

施しました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

（今後、実施する予定） 

本計画の策定にあたり、住民の意見を反映するため、パブリックコメントを実施しましたが、

計画に対する意見の提出はありませんでした。 
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第２章  益城町の子ども・子育てに関する現状と課題  

 

１ 統計資料から見る現状 

（１）人口の推移 

全国的な人口減少・少子高齢化の潮流の中、本町においても同様の傾向が見られますが、

平成 28年に起きた熊本地震の影響も大きいと考えられます。震災前の平成 27年の総人口

が 34,229人であったのに対して、平成 31年（令和元年）では 32,842人に減少してい

ます。 

年齢 3区分別で見ると、65歳以上の人口は増加傾向にあり、15歳未満の人口について

は、震災後はほぼ横ばいに推移しています。 

令和元年の年齢 5歳階級・男女別人口（人口ピラミッド）を見ると、男女ともに 65～69

歳の層が最も多くなっています。 

男女ともに 20代の人口が少なくなっており、20代を中心とした若い世代が町外へ流出

している様子がうかがえます。 

 

 

【総人口・年齢 3区分別人口】 

 

※住民基本台帳（各年 4月 1日現在） 

 

  

5,293 5,400 5,123 5,147 5,140 

20,138 19,993 
18,787 18,514 18,261 

8,798 9,106 
9,091 9,291 9,441 

34,229 34,499 
33,001 32,952 32,842 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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【人口ピラミッド（平成３０年）】 

 

※住民基本台帳 

 

（２）世帯の動向 

核家族化の進行により、世帯数は増加傾向にありますが、1世帯当たりの人員数は減少傾

向にあります。 

一方、ひとり親世帯数は増加傾向にあり、母子・父子世帯は平成 27年で 215世帯とな

っています。 

【一般世帯数・1世帯当たりの人数】 

 

※国勢調査  

767

984

887

804

647

663

894

1025

1128

1031

845

924

1050

1275

1025

746

594

357

192

05001,0001,500

男性
793

830

879

761

671

692

921

1015

1091

1009

950

995

1145

1370

1054

908

786

600

534

0 500 1,000 1,500

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

単位：人

女性

9925
10518

10898
11441

3.24 3.12 3.00
2.84

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

一般世帯数 1世帯当たりの人数（人）

（世帯） （人）（人）
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【母子世帯数・父子世帯数】 

 

※国勢調査 

 

 

（３）出生数の推移 

震災の影響もあると思われますが、平成 28 年を境に出生数全体が大きく減少していま

す。母親年齢と出生数の関係では、平成 25年と平成 29年を比較すると、「25～29歳」

の層が大きく減少しています。 

また、母親年齢と出生割合の関係では、平成 25年から平成 29年の推移をみると、「30

～34歳」、「35～39 歳」の層は増加傾向にあり、「25～29 歳」の層は減少傾向にありま

す。 

 

【母親年齢と出生数】 

 

※国勢調査 

  

139
155

185 191

13

21

23 24

152

176

208 215

0

50

100

150

200
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

母子世帯数 父子世帯数

（世帯）
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126

103

63 58 63
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9 9 15

13

9

348 347 348

313

278

0

100

200

300
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【母親年齢と出生割合】 

 

※国勢調査 

 

 

（４）婚姻・離婚の状況 

婚姻数・離婚数ともに、ほぼ横ばいの傾向にあります。平成 27年の婚姻件数は 171件、

離婚件数は 53件となっています。 

また、年代別の未婚率では、男女ともに 35歳～39歳の年代層において未婚率が上昇傾

向にあり、晩婚化の流れとなっていることが分かります。 

 

 

【婚姻件数・離婚件数】 

 

※国勢調査 

  

13.5 11.5 9.2 9.2 11.9

33.9
29.7 31.6 31.3 24.8

31.9 39.5 36.8 40.3
37.1
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【年代別未婚率 男性】 

 

※国勢調査 

 

 

【年代別未婚率 女性】 

 

※国勢調査 
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（５）女性の就労の状況 

益城町の子育て世代の女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ）を熊本県と比較すると、

子育て世代（20代～30代）の労働力率は県を下回っています。また、30～34歳の区分

でＭ字カーブに窪みが見られます。 

平成１７年と平成２７年を比較すると、ほとんどの年齢層で上昇しており、就労を希望す

る女性が増加している様子がうかがえます。今後も女性の就労を支援できるように、多様な

ニーズに対応した子育て支援サービスの展開が必要となっています。 

 

【女性の年齢階級別労働力率（全国、熊本県比較）】 

 

※国勢調査 

【女性の年齢階級別労働力率（平成 17 年、平成 27年比較）】 

 

※国勢調査  

13.4%

71.6%

75.2%
72.9% 75.8%

79.6% 79.8%
79.1%

71.4%

50.7%

33.5%

17.1%
11.6%

5.6%

0.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

全国

熊本県

益城町

16.1%

74.9%

76.4%

66.5%
70.8%

76.3%
78.8%

71.2%

60.0%

37.9%

25.7%

15.9%

7.0%
2.6%

0.6%

13.4%

71.6%

75.2%
72.9%

75.8%
79.6% 79.8% 79.1%

71.4%

50.7%

33.5%

17.1%

11.6%

5.6%
0.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

平成17年

平成27年
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２ ニーズ調査結果の概要 

（１）調査の目的 

子ども・子育て支援法（平成 24年８月 22日法律第 65号）に基づき平成２７年３月に策定

した「益城町 子ども・子育て支援事業計画」の計画期間が、平成３１年度に終了することに伴

い、新たに「第２期 益城町 子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、既存データ

では把握困難な教育・保育事業等のニーズ（サービスの利用意向・子育てに関する意識等）や、

子ども及びその保護者のおかれた環境等を調査・分析し、計画策定における基礎資料とすること

を目的としています。 

 

（２）調査の実施要領 

調査時期 平成３１年４月 

調査対象者 益城町在住の未就学児・就学児の保護者 

調査方法 郵送による配布・回収 

配布数 

未就学児 

998件 

就学児 

1.000 件 

有効回収数 571件 619件 

有効回答率 57.2％ 61.9％ 

 

 

■集計にあたっての注意点 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択

肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択

肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が

100.0％を超える場合があります。 

●図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が

困難なものです。 

●本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

●グラフ中の回答割合について、グラフが繁雑になる場合は省略している場合があります。 

●グラフ中の「ｎ＝○○」は、その設問の回答者の数（母数）であり、回答率の分母とな

っています。 
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（３）調査結果から見る現状・課題 

１ 調査対象家族の特徴 

調査対象者は、０歳から就学児までの子育てを行っている保護者で、具体的な回答者の多

くが母親であり、未就学児の保護者では 89.3％、就学児の保護者では 85.8％となってい

ます。 

よって、本調査の結果は、主に「母親」の立場から見た子どもの生活状況や子育てに関す

る意識として考察することが妥当と考えられます。 

子育てを主に行っているのは、「父母ともに」行っている家庭が最も高く、未就学児の保

護者では 60.1％、就学児の保護者では 57.9％となっています。 

 

 

■回答者 

 

 

■子育ての主な担い手 

  

89.3%

85.8%

9.5%

13.2%

0.2%

0.5%

1.1%

0.5%

未就学児 H30年度調査 (n=571)

就学児 H30年度調査 (n=619)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親 父親 その他 無回答

60.1%

56.4%

54.9%

53.8%

38.0%

41.4%

41.2%

40.9%

0.0%

0.0%

1.0%

0.4%

0.0%

0.2%

1.0%

1.6%

0.5%

2.1%

0.8%

3.2%

1.4%

0.0%

1.1%

未就学児 H30年度調査

(n=571)

未就学児 H25年度調査

(n=619)

就学児 H30年度調査

(n=619)

就学児 H25年度調査

(n=743)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 無回答
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２ 子どもの育ちをめぐる環境 

「日常的に祖父母等の親族にみてもらえる」家庭は、未就学児の保護者で 29.6％、就学

児の保護者で 36.3％、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」家庭

は未就学児の保護者で 62.9％、就学児の保護者で 57.5％となっていることから、おおむ

ね半数程度の人は、日常的にあるいは緊急時に子育ての支援が可能な親族が身近にいると考

えられます。一方、「日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる」家庭は未就学児の

保護者で 0.7％、就学児の保護者で 2.4％となり、かなり少ない割合となっています。 

反面、支援が身近に「いずれもいない」比率は未就学児では 8.2％、就学児の保護者では

6.8％となっています。このような、身近な人からの子育て支援を受けられない保護者に対

する支援や、子育てネットワークづくりに対する支援についての周知を高めるとともに、支

援を受けやすい体制を整えていくことが必要です。 

子育てをする上で、気軽に相談できる相手を複数回答で聞いたところ、「祖父母等の親族」

と「友人や知人」の割合が高くなっていることから、複数の相談先をもっている保護者が多

数であることがうかがえます。また、「保健所」「民生委員・児童委員」「益城町の子育て関

連担当窓口」との回答は少なくなっています。 

子どもの成長段階や家族構成によって、悩みも変わってくるため、保護者のニーズに合わ

せた多様な内容で学習機会を提供するとともに、子育て相談の窓口について周知を拡大して

いくことが必要であり、気軽に相談できる相談窓口があれば、育児不安を抱えた人の発見や

児童虐待などの未然防止につながると考えられます。 

 

■子どもをみてくれる知人・友人の有無 

 
  

29.6%

62.9%

0.7%

5.3%

8.2%

4.2%

36.3%

57.5%

2.4%

10.3%

6.8%

3.7%

日常的に祖父母等の親族にみても

らえる

緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友

人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子ど

もをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査 (n=571)

就学児 H30年度調査 (n=619)
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■気軽に相談できる人・場所 

 

【未就学児】               【就学児】 

   

 

 

  

87.4%

74.1%

11.8%

10.3%

2.1%

38.5%

7.2%

0.0%

13.7%

2.7%

2.1%

0.0%

90.1%

75.4%

8.4%

12.3%

1.0%

35.6%

0.2%

11.8%

3.8%

2.0%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（つどいの広

場・児童館等）

保健所

保育所・幼稚園・認定こども園

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医療機関

益城町の子育て関連担当窓口

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%

未就学児 H30年度調査

(n=517)

未就学児 H25年度調査

(n=586)

80.6%

78.7%

13.5%

1.5%

0.4%

7.9%

2.1%

0.2%

10.0%

1.9%

5.4%

0.4%

79.6%

79.4%

13.4%

3.4%

0.4%

0.4%

7.9%

1.5%

3.8%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（つどいの広

場・児童館等）

保健所

保育所・幼稚園・認定こども園

保健師

民生委員・児童委員

かかりつけの医療機関

益城町の子育て関連担当窓

口

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%

就学児 H30年度調査

(n=520)

就学児 H25年度調査

(n=710)
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３ 保護者の就労状況 

母親の就労状況をみると、未就学児の保護者については、『フルタイム就労』（が 41.7％、

『フルタイム以外で就労』が 28.0％、『就労していない』人が 21.9％となっています。就

学児の保護者については、『フルタイム就労』が40.3％、『フルタイム以外で就労』が38.8％、

『就労していない』人が 13.7％となっています（育児休業中等も含む）。多くの母親が、子

育てをしながら就労している様子がうかがえ、今後も育児と仕事の両立が求められる状況で

あると考えられます。また、前回調査と比べると、就労している母親は、未就学児で 5.2ポ

イント増加しており、母親の就労意欲の向上や、働く環境が整備されてきている様子がうか

がえます。 

関連して、未就学児の保護者における育児休業取得の状況をみると、母親の育児休業取得

の割合は 53.9％となっており、育児と仕事の両立を実現するために欠かせない制度として

浸透してきていることがうかがえます。 

育児休業を取得しなかった理由については、母親では「子育てや家事に専念するため退職

した」（37.3％）が最も高く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定め

がなかった）」（23.7％)となっており、今後も継続して、さらなる雇用主及び被雇用者への

周知徹底が求められています。 

 

■母親の就労状況 

 

 

  

29.1%

29.2%

39.3%

34.9%

12.6%

10.3%

1.0%

1.2%

25.0%

22.5%

37.3%

36.4%

3.0%

2.5%

1.5%

1.0%

20.7%

30.7%

12.1%

21.4%

1.2%

2.9%

1.6%

3.4%

8.4%

1.8%

7.3%

1.7%

未就学児 H30年度調査

(n=571)

未就学児 H25年度調査

(n=612)

就学児 H30年度調査

(n=619)

就学児 H25年度調査

(n=725)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労している

フルタイム（同上）で就労しているが、病休・産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等（同上）で就労しているが、病休・産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
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■育児休業の取得状況（母親） 

 

 

 

■育児休業をとっていない理由（母親） 

 

 
  

35.0% 53.9% 10.3% 0.7%未就学児 H30年度調査 (n=571)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働いていなかった 取得した（取得中である） 取得していない 無回答

13.6%

18.6%

1.7%

11.9%

0.0%

6.8%

5.1%

0.0%

3.4%

37.3%

23.7%

10.2%

0.0%

1.7%

20.3%

1.7%

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育所（園）などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、制度を利用

する必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を取得できることを知

らず、退職した

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0%

未就学児 H30年度調査

(n=59)
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４ 教育・保育の利⽤状況と利⽤意向 

未就学児の保護者で幼稚園や保育所などの定期的な教育・保育事業を「利用している」割

合は 64.4％となっており、これは、就労している⺟親の割合（69.7％）とほぼ同数となっ

ています。利用している施設は、「認可保育所」が 66.3％、「認定こども園」が 7.6％、「小

規模な保育施設」が 7.9％、「幼稚園」が 4.9％となり、合わせて 86.7％となっています。

今後、全国的には、育児休業取得者の増加や幼児保育料の無償化の実施により、事業の利用

者増が見込まれていますが、益城町においては、現在でも事業を利用している人の割合が高

いことから、利用者数の急激な変化はないものと思われます。 

現在利用していない人も含めて、今後の教育・保育事業に対する利用意向をたずねたとこ

ろ、「認可保育所」が 74.4％、「認定こども園」が 34.5％、「幼稚園」が 30.3％となって

おり、現在の利用状況と比較すると、認定こども園及び幼稚園に対する潜在的なニーズが高

いことがうかがえます。 

 

■定期的な教育・保育事業の利用状況 

 
 

■現在利用している定期的な教育・保育事業 

  

64.4%

73.5%

33.8%

26.0%

1.8%

0.5%

未就学児 H30年度調査 (n=571)

未就学児 H25年度調査 (n=619)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していない 無回答

4.9%

0.3%

66.3%

7.6%

7.9%

0.3%

2.4%

1.4%

1.9%

0.0%

0.3%

0.3%

9.0%

31.2%

5.7%

48.8%

0.4%

1.1%

0.9%

2.6%

2.6%

9.0%

0.2%

0.4%

2.9%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査 (n=368)

未就学児 H25年度調査 (n=455)
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■「定期的に」利用したいと考える教育・保育事業 

 

 

５ 町が実施している主な事業の認知度と利⽤状況及び利⽤意向 

町が実施している主な子育て関連事業の認知度では、「保健センターの情報・相談事業」

（69.7％）が最も高くなっています。 

今後は各事業の認知から経験に至るまでのきっかけづくりと利⽤意向に対応できる供給

体制の確保が必要と考えられます。 

 

■子育て関連事業の認知度 

  

30.3%

16.5%

74.4%

34.5%

13.7%

4.7%

8.2%

4.6%

1.8%

4.2%

9.8%

1.4%

2.6%

44.9%

27.3%

63.8%

17.6%

6.5%

4.5%

6.6%

4.8%

4.2%

4.2%

16.6%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭的保育

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査 (n=571)

未就学児 H25年度調査 (n=619)

65.8%

69.7%

15.4%

24.0%

19.3%

57.1%

26.1%

23.3%

76.5%

68.1%

72.3%

34.7%

8.1%

7.0%

8.1%

7.9%

8.4%

8.2%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター、教育相談室

⑤小学校の校庭等の開放

⑥子育ての相談窓口

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
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■子育て関連事業の現在の利用状況 

 
 

 

■子育て関連事業の今後の利用以降 

 
 

  

36.3%

34.3%

2.6%

2.6%

11.4%

9.8%

53.6%

55.9%

84.1%

84.4%

75.8%

77.8%

10.2%

9.8%

13.3%

13.0%

12.8%

12.4%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター、教育相談室

⑤小学校の校庭等の開放

⑥子育ての相談窓口

0% 20% 40% 60% 80% 100%

これまでに利用したことがある これまでに利用したことはない 無回答

39.4%

52.0%

40.5%

38.9%

60.9%

52.4%

45.9%

32.9%

45.9%

47.3%

26.8%

34.2%

14.7%

15.1%

13.7%

13.8%

12.3%

13.5%

①母親（父親）学級、両親学級、育児学級

②保健センターの情報・相談事業

③家庭教育に関する学級・講座

④教育相談センター、教育相談室

⑤小学校の校庭等の開放

⑥子育ての相談窓口

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後利用したい 利用する必要はない 無回答



第２章 益城町の子ども・子育てに関する現状と課題 

19 

６ 小学校における放課後の過ごし方 

未就学児の保護者の小学校⼊学後における、放課後の過ごし方の希望は、低学年（1～3

年生）では「放課後児童クラブ（学童保育）」が 58.3％と最も高く、次いで「自宅」が 44.4％

となっています。 

一方、就学児の現在、放課後を過ごしている場所は、「自宅」が 66.4％と最も高く、「放

課後児童クラブ（学童保育）」27.8％となっており、希望と現状が逆になっています。また、

未就学児の保護者の高学年（4～6 年生）の時の希望は、「自宅」が 67.3％、「習い事」が

51.0％、「放課後児童クラブ（学童保育）」が 22.4％となっています。 

また、放課後児童クラブ（学童保育）の利用希望のうち、⼟曜⽇に６割程度、日曜・祝日

に２割程度が利⽤を希望しています。 

働く保護者にとって、学童保育とは重要な社会資源であると言えます。今後も安心して預

けることができるとともに、多様なニーズを踏まえた開設時間の見直しなど学童保育を維持

していくことが求められています。また、放課後子ども教室のニーズも高まってきているこ

とから、同事業の利用時間や内容について引き続き検討していくことが必要です。 

 

■低学年の放課後の過ごし方の希望 

 
■高学年の放課後の過ごし方の希望 

 

 

  

44.4%

22.2%

25.0%

11.1%

58.3%

27.8%

2.8%

0.0%

54.7%

27.4%

38.9%

11.6%

41.1%

6.3%

0.0%

13.7%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

児童館

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査

(n=49)

未就学児 H25年度調査

(n=95)

67.3%

28.6%

51.0%

14.3%

22.4%

18.4%

2.0%

6.1%

66.3%

22.1%

65.3%

10.5%

29.5%

5.3%

0.0%

16.8%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

児童館

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査

(n=49)

未就学児 H25年度調査

(n=95)
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■土曜日、日曜・祝日の利用意向 

 
【土曜日】 

 

 

【日曜・祝日】 

 

 

■実際の放課後の過ごし方（就学児のみ） 

  

53.8%

40.4%

22.7%

24.8%

7.7%

14.9%

13.9%

24.8%

26.9%

40.4%

52.1%

43.5%

11.5%

4.3%

11.3%

6.8%

未就学児 H30年度調査

(n=26)

未就学児 H25年度調査

(n=47)

就学児 H30年度調査

(n=194)

就学児 H25年度調査

(n=161)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低学年（1～3年生）の間は利用したい 高学年（4～6年生）になっても利用したい 利用する必要はない 無回答

23.1%

10.6%

7.7%

11.2%

0.0%

6.4%

6.7%

12.4%

61.5%

74.5%

73.2%

65.8%

15.4%

8.5%

12.4%

10.6%

未就学児 H30年度調査

(n=26)

未就学児 H25年度調査

(n=47)

就学児 H30年度調査

(n=194)

就学児 H25年度調査

(n=161)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低学年（1～3年生）の間は利用したい 高学年（4～6年生）になっても利用したい 利用する必要はない 無回答

66.4%

16.3%

37.8%

0.8%

27.8%

1.0%

0.2%

7.8%

3.6%

75.9%

22.5%

48.7%

2.6%

16.7%

2.3%

0.0%

9.4%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、スポーツクラブ、学習塾など）

児童館

放課後児童クラブ（学童保育）

放課後子ども教室

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

就学児 H30年度調査

(n=619)

就学児 H25年度調査

(n=743)
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７ 子育ての環境や支援への満足度 

お住まいの地域における子育ての環境や支援の満足度については、未就学児においては

「どちらかといえば満足している」（58.1％）が最も高く、次いで「どちらともいえない」

（20.5％）、「非常に満足している」（13.0％）の順となっており、就学児においては「どち

らかといえば満足している」（60.7％）が最も高く、次いで「どちらともいえない」（21.2％）、

「非常に満足している」（8.2％）の順となっています。 

また、安⼼して⼦育てができ、⼦どもがのびのびと育つために、充実してほしいと思うこ

とについては、未就学児では「保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、子育てのため

の経済的支援をさらに充実すること」（68.3％）が最も高くなっており、次いで「子どもを

事故や犯罪の被害から守るための対策を進めること」（51.7％）、「放課後児童クラブ（学童

保育）のほかにも、子どもの放課後の居場所を増やすこと」（45.7％）の順となっており、

経済的なこと、安全面・安心に関わること、放課後の居場所に関することと、要望は多岐に

渡っていることがうかがえます。 

 

■お住まいの地域における子育ての環境や支援の満足度 

 
 

  

13.0%

8.2%

58.1%

60.7%

20.5%

21.2%

3.5%

6.0%

4.0%

3.2%

0.9%

0.6%

未就学児 H30年度調査 (n=571)

就学児 H30年度調査 (n=619)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に満足している どちらかといえば満足している どちらともいえない

どちらかといえば満足していない 満足していない 無回答
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■安⼼して子育てができ、子どもがのびのびと育つために、充実してほしいと思うこと 

 
 

 

 

19.6%

7.4%

68.3%

27.8%

17.5%

42.7%

15.8%

11.6%

45.7%

44.3%

19.1%

10.9%

35.6%

18.7%

51.7%

3.2%

2.3%

2.1%

11.1%

7.1%

55.7%

23.6%

17.3%

25.5%

15.8%

9.9%

50.6%

54.8%

24.2%

12.1%

25.5%

14.1%

61.4%

6.5%

1.5%

1.6%

子育てに関する相談や保護者同士が交流できる場を増やすこと

子育ての意義・大切さなどを啓発すること

保育サービスの費用負担軽減や児童手当など、子育てのための

経済的支援をさらに充実すること

母子保健サービスや子どもの救急医療の体制を整備すること

虐待防止など、子どもの人権を守る取り組みを進めること

延長保育など、いろいろなニーズに合った保育サービスを充実す

ること

ひとり親家庭などそれぞれの家庭のあり方に応じた子育て支援を

充実すること

子育てボランティアなど地域で子育てを支える活動を活発にする

こと

放課後児童クラブ（学童保育）のほかにも、子どもの放課後の居

場所を増やすこと

地域で子どもたちが遊んだり、スポーツしたりする場や機会を増

やすこと

子どもの「生きる力」を育むための教育を充実すること

非行防止などの青少年健全育成対策を充実すること

仕事と子育ての両立しやすい環境づくりについて、企業へ啓発す

ること

道路や施設などのバリアフリー化を進めること

子どもを事故や犯罪の被害から守るための対策を進めること

その他

特にない

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

未就学児 H30年度調査

(n=571)

就学児 H30年度調査

(n=619)
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第３章  子ども・子育て支援の基本的な考え方  

 

１ 基本理念 

基本理念とは、本計画を推進する上で基軸となるものであり、その実現に向けて施策が推進さ

れることが重要となります。 

本町では、第一期計画において「みんなで子育て いきいき親子」を基本理念として掲げ、サ

ービスの供給体制の確保に努めるとともに、様々な施策を推進しています。 

本計画では、第一期計画の基本理念を引き継ぎ、地域の支援の輪の中で、子どもとその保護者

が「益城町で子育てができてよかった」、「益城町で子育てがしたい」と思ってもらえるような、

子育て支援が充実したまちづくりを目指します。 

 

 

 

２ 基本的視点 

本計画では、子ども・子育て支援法に基づく基本指針で示された、子どもの育ちや子育てに関

する理念と子ども・子育て支援の意義、社会のあらゆる分野における構成員の責務、役割を明確

にするという観点から、以下の３点を計画の基本的視点とします。 

 

（１）一人ひとりの子どもを尊重する視点 

一人の人間として子どもの気持ちや考えを大切にし、常に「子どもの最善の利益」を考慮し、

すべての子どもの生存と発達が保障される地域を目指します。 

 

（２）親とともに町ぐるみで子育てする視点 

親の仕事と家庭生活の変化を踏まえて、多様化している親の子育て観（子育てのスタイルや思

い）に寄り添い、具体的に支援しながら、地域社会全体での子育てを目指します。 

 

（３）教育・保育の担い手の量と質を充実する視点 

幼稚園教諭や保育士等の量・質の拡充は子ども・子育て支援策にとっての鍵と言える取り組み

であり、その待遇改善や質の高い研修、教育・保育内容の充実した魅力ある職場づくり、再就職

支援等を進めます。  

基本理念 

みんなで子育て いきいき親子 
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３ 基本目標 

 

基本目標１ 幼児期の教育・保育の充実 

核家族化や女性の社会進出に伴う保育ニーズの増加により、待機児童が増加しています。すべての

子どもが発達段階に応じた幼児期の教育・保育を受けることができるよう、保育施設等を計画的に整

備するとともに必要なサービス料を確保するなど、教育・保育の充実に努めます。 

基本目標２ 地域における子育ての支援 

すべての子育て家庭を支援するために、子どもの状況や家庭環境に合わせて対応できるよう、子育

て支援サービスの充実を図ります。また、子育て家庭が、サービスを効率的に利用できるよう、周知・

啓発に努めます。 

子どもの健全な成長のため、親育ちの過程を支援する（健康教育と連携）とともに、社会全体で子

育てを支援し、応援していく意識づくりに務め、地域における自主的な活動を支援し、活性化を図る

とともに、地域の子育てネットワークの構築をめざします。 

また、妊娠期から出産に係る悩みや不安の解消に向けて支援し、子育てに喜びを感じることができ

るよう、子育ての不安、負担の軽減に努めます。 

基本目標３ 子どもと親の健康づくり 

子どもを安心して産み育てられるよう、妊産婦や乳幼児の健康管理、小児医療体制の充実、子ども

の医療費助成（中学生までを維持）、子どもの正しい食習慣を普及啓発する食育の推進など、保健・福

祉及び教育の連携を強化しつつ、子どもと子育て家庭の保健施策を充実していきます。 

基本目標４ 子どもの心身の健やかな成長のための環境づくり 

心身ともに健康な子どもの成長を支援していくため、家庭における教育力の向上、地域活動への支

援、子どもとじっくり向き合う教職員の育成など、家庭・学校・地域の相互の取り組みによって教育

を担い、社会全体で子どもを育む教育施策を充実していきます。 

また、子どもたちを交通事故や犯罪から守るため、地域の関係機関の連携による交通安全・防犯体

制を強化するなど、安全・安心なまちづくりに努めます。 

基本目標５ 仕事と子育てを支える地域社会づくり 

男女がともに協力して子育てをしながら働くことができる社会づくりを進めるため、仕事と家庭の

調和がとれるよう働き方の見直しを行う、いわゆる「ワーク・ライフ・バランス」の推進を企業等と

ともに進め、安心して仕事と子育てができる環境づくりに取り組みます。 

基本目標６ 要保護及び要支援児童等への取り組みの推進 

近年、増加傾向にある児童虐待については、深刻な社会問題となっています。児童虐待があっては

ならないという認識を地域社会で共有できるよう、啓発活動に努めるとともに、関係機関の連携を密

にし、児童虐待に向けての取り組みを強化します。 

また、ひとり親家庭では、自立に向けた情報提供等のサポート体制の充実により、生活の安定と子

どもの健やかな成長を図っていきます。 

さらに、様々な機会を通じて疾病や障がいの早期発見・早期対応に努めるとともに、関係機関と連

携を図り支援していきます。 
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４ 施策の体系（体系図） 

 

 
（４）連携体制等の支援

みんなで子育て　いきいき親子

基本理念

基本的視点

（３）教育・保育の担い手の量と質を充実する視点

（１）一人ひとりの子どもを尊重する視点

（２）親とともに町ぐるみで子育てする視点

子どもの貧困に関する取り組み

●取組の内容

（１）教育の支援

（２）生活・就労の支援

（３）経済的支援

基本目標６　要保護及び要支援児童等への取り組みの推進

子ども・子育ての環境整備

●教育・保育の量の見込みと提供体制の確保

●地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保

施策の展開

基本目標１　幼児期の教育・保育の充実

基本目標２　地域における子育ての支援

基本目標３　子どもと親の健康づくり

基本目標４　子どもの心身の健やかな成長のための環境づくり

基本目標５　仕事と子育てを支える地域社会づくり
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第４章  施策の展開  

 

基本目標１ 幼児期の教育・保育の充実 

（１）教育・保育施設の一体的提供の推進 

認定こども園とは、いわゆる認定こども園法に基づき、幼稚園的機能と保育所的機能を併せ持

った施設として都道府県から認定を受けた施設で、以下の 4 つの類型があります。一般的には

既存の幼稚園や保育所が必要な機能を備えて、都道府県から認定を受けることになります。 

幼保連携型 
認可幼稚園と認可保育所が一体的な運営を行う、認定こども園としての機

能を果たすタイプ 

幼稚園型 
認可幼稚園が、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果た

すタイプ 

保育所型 
認可保育所が、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能

を果たすタイプ 

地方裁量型 
幼稚園・保育所いずれの認可もない教育・保育施設が、認定こども園とし

て必要な機能を果たすタイプ 

今後も保護者の意向に沿って、教育・保育施設の適切な利用が可能となるよう、認定こども園

の普及促進と適切な運営を図ります。 

 

（２）教育・保育の質の向上 

幼稚園教諭、保育士と小学校教員が連携し、子ども一人一人にとって最善の利益となることを

目指し、幼・保・小の連携を強化します。 

子どもの「行動の特徴」「具体的な興味や関心」「遊びの傾向」「社会性の育ち」「内面的な育ち」

「健康状態」「発達援助の内容」等、子ども一人一人の様子を小学校に伝える方法を検討し、教

員が子どもの特性を適切に把握し、教育に生かすことができるシステムの構築を図ります。また、

幼児教育・保育の質の更なる向上に向けて、教育・保育に関する専門性を有する指導主事・幼児

教育アドバイザーの配置・確保等について検討します。 

 

（３）産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

就学前児童の保護者が、産後休業、育児休業明けに希望に応じて円滑に特定教育・保育施設等

を利用できるようにするためには、特定教育・保育施設等の計画的な整備を行うとともに、保護

者に対する情報提供等の支援が必要となってきます。 

特に 0 歳児の保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、

取得中の育児休業を途中で切り上げたりすることがないよう、育休明けの年度途中の利用につい

ての配慮を行っていきます。  
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基本目標２ 地域における子育ての支援 

（１）子どもの居場所の充実 

子どもたちが安心して自由にのびのびと遊び、ふれあうことができるよう、児童館等を活用し、

放課後や長期休暇における子どもたちの居場所づくりの充実に努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

児童館 

18 歳までの児童を対象とした「子どもの遊び場」

です。児童の健康を増進し、情操を豊かにするため、

地域児童を対象とした「キッズタイム」、自由に参加で

きる乳幼児向けイベント「おひさまひろば」、０歳向け

「ぴよぴよタイム」、母親クラブ「ふぁん！ふぁん！ま

まくらぶ」などを開催しています。 

今後は、事業内容に関する広報活動を強化していく

とともに、健康づくり推進課や教育現場との連携を深

め、取り組みの更なる充実に努めます。 

こども未来課 

放課後子ども教室

推進事業 

そろばんを主に学習し、講師は公民館講座そろばん

教室の受講生が中心となり、各小学校で指導を行って

います。今後も引き続きそろばん教室を実施し、活動

内容の充実を図ります。 

生涯学習課 

いじめ電話相談室 

小中学校で発生する「いじめ」の相談に、町が委嘱

した社会教育指導員２名が対応し、問題の早期解決が

図れるようにアドバイスを行っています。今後も広報

等の媒体を活用した情報発信、学校への情報提供な

ど、事業の周知を図るとともに、相談があった場合の

対応や関係機関との連携を密に行えるよう取り組み

ます。 

生涯学習課 

 

（２）親支援の充実 

妊娠期から出産、子育てに係る悩みや不安の解消に向けて支援し、子育てに喜びを感じること

ができるよう、子育ての不安、負担の軽減に努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

こうのとりサークル 

妊婦とその家族（夫、祖父母等）を対象に、妊娠・

子育てに関する知識の普及を図るとともに、不安や悩

みを解消し、参加者同士が交流を行う場として実施し

ています。沐浴実習、妊婦体験ジャケットの着用等を

取り入れ、家族で妊娠・出産・子育てを協力して行え

るよう支援しています。 

健康づくり 

推進課 
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事業名 内容／今後の方向性 担当課 

子育て広場 

子育てに関する不安や悩み、子どもの発育、発達な

どに対して、気軽に保健師・管理栄養士・歯科衛生士

などに相談できる場として、月に 2回益城町保健福祉

センターで実施しています。子どもの発育、発達の確

認の場、参加者同士の交流の場にもなっています。 

健康づくり 

推進課 

親育ち支援講座 

（すこやか広場） 

0歳から 5歳までの子どもを持つ親が集まり、親自

身の生活や子育て、家庭のことなど、参加者が話した

いことについて安心して考えることができるよう支

援します。 

こども未来課 

 

 

（３）経済的支援の充実 

子育て中の家庭は、養育費や医療費などの負担が大きいことから、その経済的負担を軽減する

ため、児童手当や子ども医療費の助成などの支援を行い、子育て家庭の安定に努めていきます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

児童手当 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するこ

とを目的に、中学校３年生までの児童を養育する方を

対象として、年齢、所得に応じた手当を支給します。 

こども未来課 

子ども医療費助成

事業 

子どもに係る医療費を中学校３年生まで助成する

制度です。病気の早期治療を促進し、その健康の保持

および健全な育成と、子育て支援を図ることを目的と

して実施しています。県内医療機関での外来受診時は

現物給付（窓口での一部負担なし）とし、柔整・治療

用装具等、入院、県外の医療機関等での受診は償還払

いでの助成を行っています。 

こども未来課 

就学援助事業 

経済的な理由によって就学が困難と認められる児

童及び生徒の保護者に対して、就学に要する諸経費

（学用品費、通学用品費、修学旅行費、給食費等）を

援助する事業です。今後も継続して、周知方法の工夫

や申請書様式の見直し等を行い、申請者の利便性向上

に努めます。 

学校教育課 
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基本目標３ 子どもと親の健康づくり 

（１）妊娠・出産の支援 

母子がともに健康な生活を送ることができるよう、妊婦健診等による母子の健康管理の充実や

関連する支援団体等との連携を図っていきます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

妊婦健康診査 

妊婦が安心・安全に出産できるように、妊娠中に定

期的な健診を行うことで、母子の健康状態を確認する

事業です。経済的な負担を少なくするために健診費用

の助成を行っています。 

健康づくり 

推進課 

母子健康手帳交付 

妊娠届出時に交付する母子健康手帳は、妊娠・出産

及び育児に関する親と子の健康記録として活用され

ています。交付時には、健康教育として妊娠出産に関

する制度、母子健康手帳の使用方法についての話、保

健・栄養・歯科指導を実施しています。また、母子健

康手帳交付と同時に妊婦健診受診券を渡しています。 

健康づくり 

推進課 

家庭訪問 

（妊産婦・乳幼児） 

妊婦、産婦、乳幼児に対して、家庭訪問による相談、

保健指導が必要な時、また、本人や家族の希望があっ

た時などに、保健師、管理栄養士等が家庭訪問を実施

しています。 

健康づくり 

推進課 

子どもの事故防止

啓発 

乳幼児健診時に、事故防止について指導を行いま

す。4カ月児・７カ月児健診時には、事故防止のポイ

ントについて掲示、7カ月児健診では事故防止の冊子

と「チャイルドマウス」を配付しています。1歳児、

1歳半児健診では問診項目に「危険について教えてい

るか」を入れ、確認、指導を行っています。2歳児健

診では、事故防止についての資料を配付しています。 

健康づくり 

推進課 
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（２）子どもの健康の確保 

各種健康診査や予防接種の機会を通じて、乳幼児期における子どもの健康の確保に努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

乳幼児健康診査 

４か月児、７か月児、１歳児、１歳６か月児、２歳

児、３歳児の各時期に、益城町保健福祉センターで集

団健診を実施しています。乳幼児の健全な成長の確認

や疾病等の早期発見に取り組みます。また、健診の場

を利用した親の育児不安の解消や、児童虐待の早期発

見、防止の役割も担っています。 

 

◆乳幼児健診の目的 

・家族が子どもの今の体の状態を理解し、子ども 

が病気にならない生活習慣を送ることができる。 

・家族や周りの人が子どもの発育・発達状況の確

認ができる。 

・親が子育ての不安があれば相談できる。 

◆乳幼児健康診査の実施内容 

・内科診察、発達チェック、身体計測、集団指導（保

健、栄養、歯科）、個別指導（保健、栄養、歯科） 

※１歳６か月児、２歳、３歳児健診は歯科診察を実施 

※２歳児健診は、内科診察はなし 

健康づくり 

推進課 

予防接種 

予防接種法に基づいた予防接種（ヒブ、小児用肺炎

球菌、B型肝炎、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、

BCG、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混

合、HPV感染症）を実施しています。予防接種につい

ては町内、町外（広域化契約）医療機関に委託し、乳

幼児健診や窓口、他保健事業の機会を利用し予防接種

を勧めています。また、日本脳炎、二種混合、麻しん

風しん 2期については個人通知をしています。 

健康づくり 

推進課 

フッ化物塗布事業 
1歳６か月児健診、２歳児健診、３歳児健診で行っ

ている希望者へのフッ化物塗布実施しています。 

健康づくり 

推進課 

フッ化物洗口事業 

むし歯予防を目的に、町内の保育所、幼稚園の４歳

児以上と小中学生を対象に、フッ化物洗口を実施して

います。 

健康づくり 

推進課 
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事業名 内容／今後の方向性 担当課 

母子保健事業や 

子育て支援事業に

関する情報提供 

乳幼児健診、育児相談等の１年間の予定を「ましき

っ子のスケジュール」として、出生時に配布するほか、

益城町保健福祉センターやこども未来課窓口への設

置、町ホームページ上での掲載に取り組んでいます。 

子育て支援事業については、改訂・変更があれば広

報誌や町のホームページに掲載して町民への周知を

促しています。 

健康づくり 

推進課 

こども未来課 

心理相談 

就学前の幼児を対象に、臨床心理士が、子どもの発

達についての相談や発達検査を行います。 

地域子育て支援拠点事業（つどいの広場とんとん）

において、精神保健福祉士／公認心理師による「子育

てなんでも相談」を月１回実施しています。 

健康づくり 

推進課 

こども未来課 

個別園訪問 

乳幼児健診や心理相談において、継続支援が必要な

子どもに対し、保護者の了承のもと、保健師、療育相

談員が保育所、幼稚園を訪問し、集団生活の様子を観

察します。また、必要に応じて園訪問後に保護者との

面談を行います。 

健康づくり 

推進課 

 

（３）健康教育の推進 

子どもや保護者が元気で健康に暮らすためには、自身の状態や病気についての知識が必要です。

そのため、学校や地域で生活習慣のあり方等の教育を行い、子どもが積極的に健康について考え

る機会の充実に努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

つくしんぼ教室 

（遊びの教室） 

子どもへの関わりや子育てに困難さを感じている

親およびその子ども、また乳幼児健診などで経過をみ

る必要がある子ども等を対象に、相談支援や小集団で

の遊びを、月に 1回実施しています。今後も、乳幼児

健診等を通じ対象者へ教室の参加を促します。 

健康づくり 

推進課 

食育歯科教室 

管理栄養士と歯科衛生士が町内の保育所、幼稚園の

年長児を対象に、講話とブラッシング指導を行いま

す。 

健康づくり 

推進課 

親子クッキング 

３歳から就学前までの子どもとその保護者を対象

に、子どもの食生活の確立と今までの食生活を振り返

る機会として、こども未来課主催の「ふぁん！ふぁ

ん！ままくらぶ」のカリキュラムとして朝食をつくる

実習と試食を行っています。今後も、自分で作って自

分で食べる喜びを幼児期から育むことに取り組みま

す。 

健康づくり 

推進課 



第４章 施策の展開 

 

32 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

手づくり離乳食 

教室 

保護者を対象に、子どもが、母乳、ミルク以外の食

べ物を必要とする時期に、子どもの成長にあわせた離

乳食をすすめるための学習を行うことを目的に実施

しています。 

健康づくり 

推進課 

 

（４）小児医療の充実 

地域で安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤整備として、小児医療

体制の一層の充実・確保に取り組みます。また、近隣の市町村、関係機関との連携のもと、小児

救急医療体制の整備をめざします。 

 

 

基本目標４ 子どもの心身の健やかな成長のための環境づくり 

（１）社会全体で子どもを育む教育施策の充実 

子どもが心身ともに健やかに成長するためには、子育てを行う親や家族が安心して生き生きと

子育てできる環境が必要です。そのため、子育てに対して大きな負担を感じ、不安や悩みを抱え

込んでいる保護者や家族に対して不安の軽減を図り、適切な相談支援や情報提供を行います。ま

た、子育て中の保護者に対して、子育て講座や講演などを実施し、家庭における子育て力の向上

を図ります。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

ブックスタート 

事業 

すべての乳幼児とその保護者を対象に、絵本を介し

てゆっくり心ふれあうひとときをもつきっかけづく

りとなるよう、健康づくり推進課と連携し、毎月行わ

れる 4 カ月児健診時に絵本 2 冊の無償提供を行いま

す。 

生涯学習課 

おはなし会 

町交流情報センター（図書館）において、毎週木曜

日に幼児向け、土曜日に児童向けのお話会を定期開催

しています。 

生涯学習課 

学校支援地域本部

事業 

教育委員会に統括的地域学校協働活動推進員、中央

小、広安小に地域学校協働活動推進員を配置して、各

学校地域連携担当者と連携しながら、地域連携の取組

を実施します。また、地域支援ボランティアの人材確

保に努めます。 

生涯学習課 
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事業名 内容／今後の方向性 担当課 

スクールカウンセ

ラー事業 

熊本県から派遣されたスクールカウンセラーによ

り学校における教育相談体制の充実や問題行動等の

解決を図るとともに、熊本地震に係る児童生徒の心の

ケアを実施しています。今後も熊本地震に係る児童生

徒の心のケアを中長期的に行い、児童生徒の支援を行

うとともに、引き続き学校における教育相談体制の充

実を図り、問題行動等の解決につながるよう取り組み

ます。 

学校教育課 

いきいき益城っ子

育成事業 

児童生徒に基本的な生活態度および学習態度を定

着させるため、各小中学校のクラスに補助職員を配置

することにより、個々の児童生徒が、いきいきとした

学校生活を送ることを目的とする事業です。今後も、

町内各小中学校で授業補助を行います。 

学校教育課 

ドリーム益城っ子

事業 

教職員の負担を軽減するために各学校に１人ずつ

配置し、コミュニティー・スクール事業や図書貸し出

し業務等の教員の事務補助をメインに行います。 

学校教育課 

 

（２）交通安全・防犯体制の強化 

子どもたちを交通事故や犯罪から守るため、地域の関係機関の協力による交通安全・防犯体制

の強化を図ります。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

交通安全・防犯 

益城町通学路交通安全推進会議を実施し、通学路の

危険箇所の安全対策に努めます。また、各小中学校で

交通安全指導を実施するとともに、定期的に登校時間

帯及び下校時間帯にパトロールを実施します。 

危機管理課 

学校教育課 

 

 

  



第４章 施策の展開 

 

34 

 

基本目標５ 仕事と子育てを支える地域社会づくり 

（１）仕事と生活の調和の実現へ向けた取り組みの推進 

保護者の多様な働き方やニーズに対応するため、男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの

推進を行い、仕事と子育てを両立するための環境づくりに努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

ワーク・ライフ・バ

ランスの広報・啓

発 

男女が協力して家事・育児にかかわり、責任も楽し

みも分かち合い、充実した生活を送ることができるワ

ーク・ライフ・バランスの実現に向け、第 3次益城町

男女共同参画計画に基づいて、広報誌や情報誌などさ

まざまな媒体を通じて広報・啓発に努めます。 

総務課 

就労・両立支援 

講座 

再就職を希望する女性の就労支援講座や働く男女

の家事支援講座などを実施し、職業生活を家庭生活の

両立を支援する事業です。現在、熊本地震による影響

で、実施場所の都合により就労支援講座のみ実施して

います。将来的に複合施設が建設されることを鑑みな

がら、就労・両立支援講座を検討し実施します。 

地域子育て支援拠点事業（つどいの広場とんとん）

において、上益城就労支援委員による「ジョブカフェ」

を月１回行い、就労の個別相談を行っています。 

総務課 

こども未来課 

 

 

基本目標６ 要保護及び要支援児童等への取り組みの推進 

（１）児童虐待等の防止対策の充実 

子どもや女性に対する相談事業の充実を図り、要保護・要支援児童の早期発見・早期対応や支

援体制の強化に努めます。「要保護児童対策及びDV 防止対策地域協議会」において、関係機関

の連携を密にし、要保護児童等の情報共有及び支援の方向性を整理し、進捗管理を行います。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

児童家庭相談 

こども未来課に相談窓口を設置し、家庭及び児童虐

待をはじめとする児童及び妊産婦の福祉に関する問

題の相談に応じ、必要な助言及び情報収集を行うとと

もに、これらに関する業務を行います。 

こども未来課 
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事業名 内容／今後の方向性 担当課 

いじめ電話相談室

（再掲） 

小中学校で発生する「いじめ」の相談に、町が委嘱

した社会教育指導員２名が対応し、問題の早期解決が

図れるようにアドバイスを行っています。今後も広報

等の媒体を活用した情報発信、学校への情報提供な

ど、事業の周知を図るとともに、相談があった場合の

対応や関係機関との連携を密に行えるよう取り組み

ます。 

生涯学習課 

スクールカウンセ

ラー事業（再掲） 

熊本県から派遣されたスクールカウンセラーによ

り学校における教育相談体制の充実や問題行動等の

解決を図るとともに、熊本地震に係る児童生徒の心の

ケアを実施しています。今後も熊本地震に係る児童生

徒の心のケアを中長期的に行い、児童生徒の支援を行

うとともに、引き続き学校における教育相談体制の充

実を図り、問題行動等の解決につながるよう取り組み

ます。 

学校教育課 

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

ひとり親家庭等に対する就労支援を行うとともに、生活安定のための経済的支援を実施し、自

立を促進します。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

児童扶養手当 

ひとり親家庭等の父母に、児童が 18歳に達する日

以降の最初の 3月 31日（一定の障がいの状態にある

場合は 20歳未満）まで、所得に応じて手当を支給し

ます。町で申請を受け付け、県で認定後に支給します。 

こども未来課 

ひとり親家庭等医

療費助成事業 

ひとり親家庭等の父・母は児童が２０歳になる誕生

月の末日まで（児童を扶養している場合に限る）、児童

は１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで医

療費を助成し、ひとり親家庭等の健康の保持および生

活の安定と福祉の向上を図ります。 

こども未来課 
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（３）障がい児施策の充実 

障がいのある児童の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよう、関係機関と

連携し、相談・療育体制の充実に努めます。 

事業名 内容／今後の方向性 担当課 

心理相談（再掲） 

就学前の幼児を対象に、臨床心理士が、子どもの発

達についての相談や発達検査を行います。 

地域子育て支援拠点事業（つどいの広場とんとん）

において、精神保健福祉士／公認心理師による「子育

てなんでも相談」を月１回実施しています。 

健康づくり 

推進課 

こども未来課 

個別園訪問（再掲） 

乳幼児健診や心理相談において、継続支援が必要な

子どもに対し、保護者の了承のもと、保健師、療育相

談員が保育所、幼稚園を訪問し、集団生活の様子を観

察します。また、必要に応じて園訪問後に保護者との

面談を行います。 

健康づくり 

推進課 

保育所・幼稚園へ

の巡回相談 

気になる子どもへの早期支援の一環として、関係機

関や庁内関係部署と連携し、１学期（5～6 月、年長

児対象）、２学期（10月～11月、年中児対象）に町

内保育所・幼稚園で巡回相談を実施します。 

学校教育課 

特別支援教育事業 

各小中学校に特別支援教育支援員１名を配置し、障

がいのある児童生徒の学校生活上の介助や学習支援

を行います。 

学校教育課 

小・中学校への 

巡回相談 

発達障がいを含む障がいのある児童・生徒に対する

適切な教育支援のため、学校の要請時に松橋東支援学

校及び上益城地域療育センターに相談員の派遣を依

頼して巡回相談を行うなど、特別支援教育に対する理

解啓発に取り組むとともに、児童生徒の継続的な支援

に努めます。 

学校教育課 

障害児通所支援 

障がい児や療育が必要な子どもに対し、その年齢や

状況に応じて「児童発達支援」、「放課後デイサービ

ス」、「保育所訪問支援」の給付を行います。 

「障害児通所支援」等の療育サービスの質の高める

ため、行政、各事業所、児童発達支援センター等の連

携を深めます。 

福祉課 

障害児相談支援 
「障害児相談支援」の利用を促進し、「障害児通所支

援」の利用者に対し、一貫した相談支援を行います。 
福祉課 
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第５章  子ども・子育ての環境整備  

 

１ 子ども・子育て支援サービスの概要 

子ども・子育て支援法では、子ども及びその保護者が教育・保育給付を受ける場合は、子ども

の年齢や保育の必要性に応じた認定（法第 19 条）を受けることが必要となっています。一方、

市町村は、保護者の申請を受け、国の策定する客観的基準に基づき、保育の必要性を認定した上

で教育・保育に要する費用の給付を支給することとされています。 

なお、認定区分の類型は大きく３つに分かれ、それぞれに利用できる施設や事業が異なります 

 

【認定の区分】 

認定区分 対象 保育の必要性の有無 主な利用施設 

１号認定 

（教育標準時間認定） 
満３歳以上 必要としない 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

（保育認定） 
満３歳以上 必要とする 

保育所 

認定こども園 

３号認定 

（保育認定） 
満３歳未満 必要とする 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 

 

また、保育の必要性の認定に当たっては、（１）保育を必要とする事由（保護者の就労・疾病

など）※、（２）保育の必要量（保育標準時間、保育短時間の２区分）、（３）「優先利用」への該

当の有無（ひとり親家庭、生活保護世帯など）の３点が考慮されます。 

 

 

※保育を必要とする事由 

①就労 

②妊娠・出産 

③保護者の疾病・障がい 

④同居又は長期入院している親族の介護・看護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動 

⑦就学 

⑧虐待やDVの恐れがあること 

⑨育児休業取得中に、既に利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 



第５章 子ども・子育ての環境整備 

 

38 

 

２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、教育・保育、地域

子ども・子育て支援事業を提供する区域を定め、当該区域ごとに「量の見込み」や「確保方策」

を定めることとしています。 

国から示された教育・保育提供区域の考え方、及び益城町における教育・保育提供区域の設定

は、以下の通りです。 

 

（１）教育・保育提供区域の考え方 

①地理的条件、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提

供するための整備状況その他の条件を勘案したものである。 

②地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となる。 

③地域子ども・子育て支援事業と共通の区域設定とすることが基本となるが、実態に応じて区

分又は事業ごとに設定することができる。 

 

 

（２）教育・保育提供区域を設定するに当たっての留意事項 

ポイント① 

事業量の調整単位として適切か 

ポイント② 

事業の利用実態を反映しているか 

●児童数や施設数は適切な規模か ●居宅より容易に移動することが可能か 

●区域ごとに事業量の見込みが算出可能か ●区域内で事業の確保が可能か 

●区域ごとに確保策を打ち出せるか ●現在の事業の考え方と合っているか 

 

 

（３）教育・保育提供区域について 

益城町では、町内全域を１つの区域として設定し、現在の利用実態や今後のニーズを踏まえ、

教育・保育、地域子ども・子育て支援事業を実施します。 
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３ 児童人口の推計 

各サービスの「量の見込み」を算出するための基礎となる０歳から 11歳までの児童数の推計

は、2017年（平成 29年）から 2019年（平成 31年）までの各年４月１日現在の住民基本

台帳人口を使用し、コーホート変化率法を用いて算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推計児童数】 

単位 

（人） 

実績値 推計値 

2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 

０歳 262 271 267 265 261 258 

１歳 311 270 279 276 273 269 

２歳 271 312 271 279 276 274 

３歳 346 278 320 277 287 283 

４歳 370 355 285 328 285 294 

５歳 400 370 355 285 328 285 

６歳 330 401 371 356 286 329 

７歳 346 336 409 379 364 292 

８歳 375 347 337 410 380 365 

９歳 363 378 350 340 414 383 

１０歳 394 365 380 352 342 416 

１１歳 335 404 374 389 360 350 

合計 4,103 4,087 3,998 3,936 3,856 3,798 

（単位：人） 

 

 

 

  

 ※コーホート変化率法 

各コーホート（同じ年（または同じ期間）に生まれた人々の集団）について、過去における実

績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 
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４ 量の見込みを定める事業とその事業内容 

 

対象事業（教育・保育） 事業内容 

１ 教育標準時間認定（認定こども園及び幼稚園） 

＜専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭＞ 

1号（3～5歳）が対象。認定こども園は幼稚園と保育所の両方の機能を持つ

施設。幼稚園は学校教育法に基づき満 3歳から小学校就学前までの子どもの

幼児期の学校教育を行う施設 

２ 保育認定①（幼稚園） 

＜共働きであるが幼稚園利用のみの家庭＞ 

2号（3～5歳）が対象。幼稚園は上記の事業内容参照 

保育認定②（認定こども園及び保育所） 2号（3～5歳）が対象。保育所は保護者の就労や病気などにより、家庭で子

どもの保育が出来ない場合に、0歳から小学校就学前までの子どもを保育す

る施設。認定こども園は上記の事業内容参照 

３ 保育認定③ 

（認定こども園及び保育所＋地域型保育） 

3号（0歳、1～2歳）が対象。地域型保育事業は市町村の認可事業で、多様

な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしており、小

規模保育（利用定員 6～19人）、家庭的保育（同 5人以下）、居宅訪問型保

育、事業所内保育がある。認定こども園と保育所は上記の事業内容参照 

 

対象事業（地域子ども・子育て支援事業） 事業内容 

１ 
一時預かり事業 

幼稚園の一時預かりは通常の教育時間の終了後や夏休みなどに在園児を預か

る事業。一時預かり事業は保護者の仕事等の都合により子どもを一時的に預

かる事業。 

２ 延長保育事業 11時間の開所時間の前後の時間に、さらに延長して保育を実施する事業。 

３ 

利用者支援事業 

子ども及びその保護者が、認定こども園・幼稚園・保育所での教育・保育

や、一時預かり、放課後児童クラブ等の地域子ども・子育て支援事業等の中

から適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行う事

業。実施施設ごとに、「基本型」「特定型」「母子保健型」のいずれかを選択し

て実施。 

４ 放課後児童健全育成事業 

（学童保育所・学童クラブ） 

放課後等、就労などにより昼間家庭に保護者のいない子どもを対象に、放課

後児童支援員の支援の下で遊びや生活の場を提供する事業。 

５ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 
保護者の病気や冠婚葬祭などで、一時的に家庭での保育が困難な場合に、児

童養護施設などで子どもを預かる事業。 

６ 

乳児家庭全戸訪問事業 

生後 4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞

き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養

育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切な事業提供

につなげる事業。 

７ 

養育支援訪問事業 

（要保護児童等に対する支援に資する事業） 

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等も問題によって、子育てに対

して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となって

いる家庭に対して、子育て経験者等による育児家事の援助又は保健師等によ

る具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することにより、個々

の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る事業。対象は乳児家庭全

戸訪問事業等により把握した必要と認められる児童や保護者等。 

８ 地域子育て支援拠点事業 
公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中

の親子の交流や育児相談、情報提供等を実施する事業。 

９ 
病児・病後児保育事業 

子どもが病気などのために保育所等に預けられない場合で、保護者が就労な

どにより家庭での保育が難しいときに、子どもを医療機関などに併設した施

設で預かる事業。 

10 子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター） 

会員登録した地域住民が自宅で子ども（小学生）を預かる事業。預かる会員

と預ける会員による相互援助活動。 

11 妊婦健康診査 
母子の健康状態を確認するため、問診や血液検査、超音波検査などを行う健

康診査。 
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５ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

子ども・子育て支援法では、市町村が計画の中で教育・保育提供区域ごとに教育・保育、地域

子ども・子育て支援事業の「量の見込み」や「確保方策」を定めることとしています。本町では、

町全体を１つの教育・保育提供区域とし、ニーズ調査の結果や実績等に基づいて、事業ごとに「量

の見込み」及び「確保方策」を設定しました。 

 

■令和２年度 

（単位：人） 
１号 

２号 ３号 

幼稚園の 

利用希望が強い 
左記以外 ０歳 １、２歳 

①量の見込み 331 
703 

127 421 
85 618 

確

保

方

策 

幼稚園 330 
 

認定こども園（幼稚園部分） 53 

認定こども園（保育所部分） 

 

52 14 41 

保育所 647 104 329 

地域型保育事業  22 63 

企業主導型（地域枠） 0 0 0 

②確保方策の合計 383 699 140 433 

②-① 52 ▲4 25 

 

■令和３年度 

（単位：人） 
１号 

２号 ３号 

幼稚園の 

利用希望が強い 
左記以外 ０歳 １、２歳 

①量の見込み 317 
673 

125 398 
81 592 

確

保

方

策 

幼稚園 330 
 

認定こども園（幼稚園部分） 53 

認定こども園（保育所部分） 

 

52 14 41 

保育所 647 104 329 

地域型保育事業  22 63 

企業主導型（地域枠） 0 0 0 

②確保方策の合計 383 699 140 433 

②-① 66 26 50 
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■令和４年度 

（単位：人） 
１号 

２号 ３号 

幼稚園の 

利用希望が強い 
左記以外 ０歳 １、２歳 

①量の見込み 294 
624 

124 401 
75 549 

確

保

方

策 

幼稚園 330 
 

認定こども園（幼稚園部分） 53 

認定こども園（保育所部分） 

 

52 14 41 

保育所 647 104 329 

地域型保育事業  22 63 

企業主導型（地域枠） 0 0 0 

②確保方策の合計 383 699 140 433 

②-① 89 75 48 

 

 

■令和５年度 

（単位：人） 
１号 

２号 ３号 

幼稚園の 

利用希望が強い 
左記以外 ０歳 １、２歳 

①量の見込み 297 
631 

122 397 
76 555 

確

保

方

策 

幼稚園 330 
 

認定こども園（幼稚園部分） 53 

認定こども園（保育所部分） 

 

52 14 41 

保育所 647 104 329 

地域型保育事業  22 63 

企業主導型（地域枠） 0 0 0 

②確保方策の合計 383 699 140 433 

②-① 86 68 54 
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■令和６年度 

（単位：人） 
１号 

２号 ３号 

幼稚園の 

利用希望が強い 
左記以外 ０歳 １、２歳 

①量の見込み 284 
605 

121 393 
73 532 

確

保

方

策 

幼稚園 330 
 

認定こども園（幼稚園部分） 53 

認定こども園（保育所部分） 

 

52 14 41 

保育所 647 104 329 

地域型保育事業  22 63 

企業主導型（地域枠） 0 0 0 

②確保方策の合計 383 699 140 433 

②-① 99 94 59 

 

■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づいた量

の見込みを設定することとし、過去の実績を基に算出した利用率（各区分の認定者数／各年

級の児童数）を、推計児童数に乗じて算出しました。 

 

■確 保 方 策 

令和２年度における、町内の教育・保育施設の定員数（予定）の合計を、計画期間内の各

年度の確保方策としています。 
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６ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保 

（１）地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

地域子ども・子育て支援事業とは、市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子育て支援事

業計画に従って実施する事業です。 

 

①一時預かり事業 

保育所や認定こども園、幼稚園において、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時

間に行う事業です。 

※１号認定を受けた子どもの預かり（幼稚園型） 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 3,876 3,712 3,443 3,478 3,325 

箇所数 3 3 3 3 3 

確保方策 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づいて量

の見込みを算出しました。 

■確 保 方 策 

既存の幼稚園及び認定こども園（幼稚園部分）で確保します。 

※特定教育・保育施設を利用していない子どもの預かり（一般型） 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 605 605 605 605 605 

確
保
方
策 

一時預かり事業 

（在園児対象型除く） 

箇所数 2 2 2 2 2 

確保方策 480 480 480 480 480 

子育て援助活動支援事業

(病児・緊急対応強化事業を除く) 

箇所数 1 1 1 1 1 

確保方策 120 120 120 120 120 

子育て短期支援事業 

(トワイライトステイ) 

箇所数 3 3 3 3 3 

確保方策 5 5 5 5 5 
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■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づい

て量の見込みを算出しました。 

■確 保 方 策 

平成２８年より事業を開始しましたが、保育士の確保が出来ず、平成 29年から休止

している状況です。今後、利用ニーズに対応できるように、事業の再開に向けて検討・

調整を行います。 

 

②延長保育事業 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間を超えて認定こども園、保育所等で保

育を実施する事業です。 

（単位：人／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 718 684 658 656 638 

箇所数 19 19 19 19 19 

確保方策 1272 1272 1272 1272 1272 

■量の見込み 

ニーズ調査の結果に基づき、量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

認定こども園、認可保育所及び地域型保育事業 19園にて、利用ニーズに対して柔軟

な検討・対応を行い、量の確保に努めます。 

 

③利用者支援事業 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の

情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実

施したり、母子保健や育児に関する様々な悩み等に対応するため保健師等が専門的な見

地から相談支援等を実施する事業です。 

【母子保健型】 

（単位：箇所数） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 1 1 1 1 1 

確保方策 1 1 1 1 1 
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■量の見込み 

利用者支援事業は、子ども及びその保護者等、または妊娠している方が身近な場所で、

教育・保育施設や地域の子ども・子育て支援の事業を円滑に利用できることが必要なこ

とから日常的に利用でき、かつ相談機能を有する施設や市町村の窓口などでの実施とさ

れています。 

国の補助基準では、「１市町村当たりの箇所数は、10 月 1 日時点 0～5 歳児人口を

10,000で除して得られた数を上限とする。(１万人未満切り上げ)」とされていること

から、本町の実施箇所数上限は１箇所となります。 

■確 保 方 策 

本町では、令和２年度より母子保健型で事業を実施する予定です。 

 

④放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊

び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。 

（単位：人／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量

の

見

込

み 

1 年生 192 183 181 150 177 

2 年生 123 154 147 146 120 

3 年生 116 116 145 139 137 

4 年生 21 20 20 25 24 

5 年生 13 14 13 13 17 

6 年生 1 1 1 1 1 

合計 466 488 508 473 477 

箇所数 9 10 10 10 10 

確保方策 486 526 526 526 526 

■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づい

た量の見込みを設定することとし、過去の実績を基に算出した利用率（各学年の利用人

数／各学年の児童数）を毎年 3％増で見込んだ上で、推計児童数に乗じて算出しました。 

■確 保 方 策 

今後しばらくは利用希望者の増加が見込まれます。施設の整備や余裕教室の利用等、

利用ニーズに対して柔軟な検討・対応を行い、量の確保に努めます。  
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⑤子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、一定の期間、児童養護施設等に入所させ、必要な養育・保護を行う事

業です。 

 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 16 16 15 15 15 

箇所数 3 3 3 3 3 

確保方策 20 20 20 20 20 

■量の見込み 

ニーズ調査の結果に基づき、量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

現在事業を実施している３箇所で実施し、ニーズに対応していきます。 

 

 

⑥乳児家庭全戸訪問事業 

生後 4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行うほか、養育相談や助言を行う事業です。 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 271 267 265 261 258 

確保方策 

実施体制:８人 

実施機関：こども未来課、

健康づくり推進課 

実施体制:８人 

実施機関：こども未来課、

健康づくり推進課 

実施体制:８人 

実施機関：こども未来課、

健康づくり推進課 

実施体制:８人 

実施機関：こども未来課、

健康づくり推進課 

実施体制:８人 

実施機関：こども未来課、

健康づくり推進課 

■量の見込み 

近年の訪問実績に基づき、量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

８人の実施体制を組み、見込み量を確保します。 
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⑦養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する相談・支援等

を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 8 8 8 8 8 

確保方策 
実施体制:３人 

実施機関：こども未来課 

実施体制:３人 

実施機関：こども未来課 

実施体制:３人 

実施機関：こども未来課 

実施体制:３人 

実施機関：こども未来課 

実施体制:３人 

実施機関：こども未来課 

■量の見込み 

近年の訪問実績に基づき、量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

町こども未来課で３人の実施体制を組み、見込み量を確保します。 

 

 

⑧地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

（単位：人日／月） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 200 200 200 200 200 

箇所数 1 1 1 1 1 

確保方策 220 220 220 220 220 

■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づい

た量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

現在事業を実施している１箇所で実施し、ニーズに対応していきます。 
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⑨病児・病後児保育事業 

急な病気や病気からの回復期などで、集団保育が困難な子どもを一時的に医療機関等

で保育を行う事業です。 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 426 429 435 439 445 

箇所数 1 1 1 1 1 

確保方策 960 960 960 960 960 

■量の見込み 

ニーズ調査による量の見込みは、実績を大幅に上回っていたことから、実績に基づい

た量の見込みを設定することとし、過去の実績を基に算出した利用率（延べ利用人数／

０～１１歳の児童数）を毎年 3％増で見込んだ上で、推計児童数に乗じて算出しました。 

■確 保 方 策 

現状での受け入れ可能人数は１日あたり４人で、年間開所日数を 240 日として計算

した延べ人数を、年間の受け入れ可能人数として対応します。 

 

 

⑩子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

乳幼児や小学生を対象として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、

当該援助を行うことを希望する者からなる会員組織であり、子どもの預かりを主とした

相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。（ここでは就学児が対象） 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 15 15 15 15 15 

箇所数 1 1 1 1 1 

確保方策 15 15 15 15 15 

■量の見込み 

ニーズ調査の結果、これまでの実績ともに０人となっていますが、今後の利用増を勘

案して見込み量を設定しました。 

■確 保 方 策 

現在事業を実施している１箇所で実施し、ニーズに対応していきます。  
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⑪妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた

医学的検査を実施する事業です。 

（単位：人日／年） 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

量の見込み 300 300 300 300 300 

確保方策 
実施期間：各医療機関に 

委託 

実施期間：各医療機関に 

委託 

実施期間：各医療機関に 

委託 

実施期間：各医療機関に 

委託 

実施期間：各医療機関に

委託 

■量の見込み 

近年の実績に基づき、量の見込みを設定しました。 

■確 保 方 策 

母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査受診券を併せて交付します。基準額を上

限として助成を行います。 

 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、新制度に移行していない園における副食費等

を助成する事業です。 

■量の見込み・確保方策 

事業の対象者より申し込みがあった場合には、円滑に事業の利用ができるように適切

に対応します。 
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７ 専門的な支援を要する子どもや家庭への支援の充実 

（１）児童虐待防止対策の充実 

子どもの生命・身体の自由を脅かす児童虐待については、発生予防、早期発見、早期対応、再

発防止のための取組が必要です。 

本町においては、養育支援を必要とする家庭を早期に把握し、虐待を予防するとともに、虐待

の早期発見、早期対応に努め、児童相談所の権限や専門性を必要とする場合には、すぐに児童相

談所による支援を求める等関係機関との連携強化が不可欠です。 

平成２８年の児童福祉法の改正により、各自治体に子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、

実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応

や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う支援拠点であ

る「子ども家庭総合支援拠点」の設置が努力義務として義務付けられたことから、その設置に向

けた検討を行います。 

また、体罰によらない子育て及び教育を推進するため、体罰の範囲や体罰禁止に関する考え方

等について、家庭や教育・保育関係者に向けた周知・啓発を推進します。 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二つの役割を一人で担っていることから、住居、

収入、子どもの養育等の多くの課題に直面しています。 

特に母子家庭については、就労や収入といった経済的自立の問題、父子家庭については、子ど

もの養育や家事といった生活面における問題を抱えています。 

また、母子・父子を問わず親との離別は、子どもの生活を大きく変化させるものであり、子ど

もの精神面に与える影響等の問題についても、十分な配慮が必要とされています。 

このように、ひとり親家庭が抱える困難には様々なものがあり、児童扶養手当を中心とした経

済的な支援だけでなく、就労支援や生活支援といった総合的な自立支援策を推進していくことが

重要です。 

 

（３）障がい児施策の充実 

障がいのある子どもについては、障がいの状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、子ど

も自身が自立し、社会参加をするために必要な力を養うため、一人一人の希望に応じた適切な支

援を行うことが必要です。 

そのためには、乳幼児期を含め早期からの育児相談や就学相談により、保護者に十分な情報を

提供するとともに、認定こども園、保育所、小学校等において、関係者が教育や療育などの必要

な支援について共通理解を深めることにより、その後の円滑な支援につなげていくことが重要で

す。特に発達障がいについては、社会的な理解が十分になされていないことから、適切な情報の

周知等、支援体制の整備を行う必要があります。  
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８ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進 

保護者が子育ての喜びを感じながら仕事を続けられる社会を作るためには、教育・保育をはじ

めとする子ども・子育て支援施策の充実だけではなく、働き方の見直しによる仕事と家庭生活、

地域活動との調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現していくことが重要です。 

特に県や企業、労働者団体等の関係機関と連携し、育児休業等の制度の普及・促進のための環

境整備や事業主の取り組みの社会的評価の推進等の施策を実施していく必要があります。 

本町では、平成３１年３月に策定した「第３次益城町男女共同参画計画」に基づき、仕事と子

育ての両立に関する住民・事業者への広報・啓発活動等、ワーク・ライフ・バランスの実現に向

けた取り組みを推進します。 

 

 

【第３次益城町男女共同参画計画における、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の内容】 

■ワーク・ライフ・バランスの推進 

具体的な取り組み 内  容 

仕事と子育てや介護との両立の

ための制度等の普及、定着促進 

町内の事業所等に対して、仕事と家庭の両立支援を目

的としたファミリー・フレンドリー企業の啓発・推進を

行います。 

育児・介護休業法について、町内事業所等へ周知を図

り、女性はもとより男性に対しても育児・介護休業制度

の活用促進を働きかけます。さらに、男女が共に育児・

介護休業などを取得しやすい環境を整備するよう働きか

けます。 

保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童のために放

課後児童クラブの充実を図り、児童の健全育成及び保護

者の仕事と子育ての両立を支援します。 

緊急時に子どもの一時預かりなどを相互援助で行うフ

ァミリー・サポート・センター事業などの地域会員組織

の充実を図ります。また、就労世帯等において、子ども

が病気の際に家庭で保育ができない場合に子どもを預か

る病児・病後児保育事業の充実を図り、子どもの安全と

就労の支援を行います 

多様な働き方等への支援 女性が出産・子育て等を経験しながらも、継続して就

業したり、再就職するなど、多様な働き方ができるよう

に、情報提供や支援に努めます。 
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９ 新・放課後子ども総合プランに基づく取組み 

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての児

童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、文部科学省と

厚生労働省が協力し、一体型を中心とした「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」、及

び地域住民等の参画を得て、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを行

う事業である「放課後子ども教室」の計画的な整備等を進めることを目的として 2019 年度か

ら向こう５年間を対象とする「新・放課後子ども総合プラン」が策定されました。 

本町では、この「放課後子ども総合プラン」に基づき、引き続き放課後児童クラブと放課後子

ども教室の効果的な運営及び連携体制の構築について検討・推進を図ります。 

 

（１）放課後子ども教室の概要 

それぞれの小学校で地域の方や保護者の方の協力を得ながら、子どもたちが放課後を安全に過

ごせる居場所づくりとして実施しています 

実施場所 対象者 利用時間 

飯野小学校 ４年生～６年生 
月曜日 16時 30分～18時 

※12月～ 16時 30分～17時 30分（冬時間） 

広安西小学校 ４年生～６年生 金曜日 16時 30分～18時 

広安小学校 ４年生～６年生 火曜日 16時 30分～18時 

益城中央小学校 ４年生～６年生 
水曜日 16時 30分～18時 

※12月～ 16時 30分～17時 30分（冬時間） 

津森小学校 ４年生～６年生 水曜日 15時 30分～17時 

 

（２）放課後子ども教室と放課後児童クラブの今後の方向性 

放課後子ども教室については、今後とも、町内の子どもが放課後子ども教室の活動プログラム

に参加し、多様な体験・活動を楽しむことができるよう、実施体制及びプログラムの充実に取り

組みます。 

放課後児童クラブについては、今後しばらくは利用希望者の増加が見込まれます。施設の整備

や空き教室・余裕教室の利用等、利用ニーズに対して柔軟な検討・対応を行い、量の確保に努め

ます。 

また、放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な実施については、各学校での実施状況

などを踏まえ、検討します。 

今後も放課後児童クラブの実施主体であるこども未来課と、放課後子ども教室の実施主体であ

る生涯学習課との間で協議の場を設け、実施内容や体制面など含めて検討します。  
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■計画年度内における放課後子ども教室の実施計画 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

実施箇所数 5 5 5 5 5 

 

■計画年度内における放課後児童クラブの実施計画 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

箇所数 9 10 10 10 10 

定員数（人／年） 486 526 526 526 526 

 

 

（３）特別な配慮を必要とする児童への対応 

子ども一人ひとりの個性やニーズを把握し、集団活動のメリットを生かしながら、適切な支援

を行うことができるよう、指導員の知識とスキルの向上を図るとともに、支援の体制や環境の整

備に努めます。 

また、小学校をはじめ関係機関との連携を密にし、保護者とも情報の共有を図ることで、指導

に一貫性が確保されるよう努めます。 

 

 

（４）各放課後児童クラブにおける育成支援の内容に関する、利用者や地域住民への周

知を推進させるための方策 

放課後児童クラブの育成支援内容については、ホームページやリーフレット、広報等を活用し、

利用者や利用を検討している保護者、地域住民等に周知し、地域に根差した放課後児童クラブの

運営を目指します。 
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第６章  子どもの貧困に関する取り組み  

 

１ 子どもの貧困に関する現状 

（１）背景と位置づけ 

近年、子どもたちや子育て家庭を取り巻く環境は、急速な社会変化やライフスタイルの多様化、

地域のつながりの希薄化など、大きく変化し続けています。 

厚生労働省が行った「国民生活基礎調査」によると、等価可処分所得の中央値の半分の額に当

たる「貧困線」（122万円）に満たない世帯の割合を示す「相対的貧困率」は 15.6％となって

います。そしてこれらの世帯で暮らす 18 歳未満の子どもを対象にした「子どもの貧困率」は

13.9％となっています。 

このような中、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧

困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図り、

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とし、国及び地方公共団体の責務、子どもの貧

困対策を総合的に推進するために講ずべき施策の基本となる事項その他事項を定めた「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が、平成 25 年 6 月に成立し、平成 26 年１月 17 日に施行さ

れました。さらに、令和元年６月に成立した「改正子どもの貧困対策法」では、市町村において

も子どもの貧困対策計画の策定が努力義務とされたところです。 

本町の策定する子ども・子育て支援事業計画においては、子どもの貧困対策計画についても一

体的に策定することとし、本町の子どもとその保護者に向けた取組みを推進します。 

 

（２）アンケート調査結果の概要 

熊本県が平成 29年度に実施した「子どもの生活実態調査」の益城町の回答者の調査結果をも

とに、町内の子どもの貧困の状況を確認しました調査結果の集計・分析を行っています 

 

■調査期間：平成２９年６月１２日～平成２９年７月１２日 

■調査対象者 

 対象者（人） 回答数（件） 回答率 

小学５年生 
保護者 9,216 6,953 75.4％ 75.5％ 

（合計） 子ども 9,216 6,969 75.6％ 

中学２年生 
保護者 8,959 6,204 69.2％ 69.3％ 

（合計） 子ども 8,959 6,215 69.4％ 

不明 

（学年の回答無し） 

保護者 － 626 － 
－ 

子ども － 559 － 

全体 36,350 27,526 75.7％ 
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①相対的貧困の設定 

当該調査では、保護者向けアンケートより、全国の子どもの貧困率を算出している国民生

活基礎調査の手法に沿って本調査における相対的貧困率を算出しました。 

算出の結果、本町の「経済的に困窮していると思われる世帯」は、貧困線の算出に必要な

有効回答者数 278件のうち 29件となり、貧困率は 10.4％となりました。 

なお、本調査では、貧困線を下回る層（10.4%）に属する回答者をⅠ層、それ以外の回答

者をⅡ層と区分しています。 

 

【相対的貧困世帯の状況（全体）】 

 回答数 所得中央値 貧困線 ①Ⅰ層 ②Ⅱ層 貧困率 

熊本県全体 11,005 件 
約 212 

万円 

約 106 

万円 
1,650 件 9,355 件 15.0％ 

益城町 278件 
約 225 

万円 

約 113 

万円 
29 件 249件 10.4％ 

 

【益城町の状況】 

 

 

※今回の判定基準は調査結果分析のための便宜上のものであり、国が公表している相対的貧困率と比較で

きるものではありません。  
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②調査結果 

■経済的な理由で、次のような経験をしたことがありますか。（保護者回答） 

Ⅰ層とⅡ層で差が大きい項目に着目すると、「食

費を切りつめた」（Ⅰ層：48.3％ Ⅱ層：24.9％）、

「家賃やローンの支払いが滞った」（Ⅰ層：

17.2％ Ⅱ層：3.2％）、「必要な服や靴を買うの

を控えた」（Ⅰ層：41.4％ Ⅱ層：25.3％）、「家

族の祝い事を控えた」（Ⅰ層：20.7％ Ⅱ層：

10.4％）が挙げられ、経済的な困難が衣食住を基

本とした生活の基盤に大きく影響していること

が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経済的な理由で、お子さんが希望したにもかかわらず、次のような経験をしたことがあ

りますか。（保護者回答） 

Ⅰ層とⅡ層で差が大きい項目に着目すると、

「お小遣いを渡せなかった」（Ⅰ層：20.7％ Ⅱ

層：8.8％）、「必要な服や靴を買えなかった」（Ⅰ

層：24.1 Ⅱ層：7.6％）、「習い事に通えなかっ

た」（Ⅰ層：31.0％ Ⅱ層：11.2％）、「スポーツ

クラブや部活動に参加できなかった」（Ⅰ層：

10.3％ Ⅱ層：4.0％）、「誕生日等の祝い事を祝

えなかった」（Ⅰ層：10.3％ Ⅱ層：3.2％）が挙

げられます。前問と同じく、経済的な困難が生活

基盤に影響を与えているだけでなく、子どもの学

習機会や社会的行動にも大きな影響を与えてい

ます。 

 

 

  

0.0

3.4

20.7

24.1

3.4

31.0

10.3

10.3

10.3

0.0

44.8

1.2 

6.8 

8.8 

7.6 

0.4 

11.2 

4.0 

9.2 

3.2 

2.0 

77.5 

0.9

6.6

9.5

8.4

0.6

13.0

4.3

8.7

4.9

1.4

73.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療機関を受診できなかった

本や絵本が買えなかった

お小遣いを渡せなかった

必要な服や靴を買えなかった

遠足や修学旅行に参加できな

かった

習い事に通えなかった

スポーツクラブや部活動に参加

できなかった

学習塾に通えなかった

誕生日等の祝い事を祝えなかっ

た

地域行事に参加できなかった

ない又は無回答

Ⅰ層(n=29) Ⅱ層(n=249) 全体(n=346)

48.3

6.9

6.9

10.3

17.2

10.3

41.4

3.4

20.7

41.4

17.2

24.9 

1.2 

2.8 

9.2 

3.2 

4.4 

25.3 

4.0 

10.4 

41.4 

48.6 

25.1

1.4

3.2

8.7

4.6

4.3

26.6

4.3

10.4

39.9

46.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食費（嗜好品を除く）を切りつ

めた

電気、ガス、水道などが止まっ

た

医療機関を受診できなかった

税金の支払いが滞った

家賃やローンの支払いが滞った

電話などの通信料の支払いが

滞った

必要な服や靴を買うのを控えた

冠婚葬祭のつきあいを控えた

家族の祝い事を控えた

家族旅行を控えた

ない又は無回答

Ⅰ層(n=29) Ⅱ層(n=249) 全体(n=346)
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■お子さんをどの学校まで進学させたいと希望されていますか（保護者回答） 

Ⅱ層と比較してⅠ層では「高等学校」（Ⅰ層：48.3％ Ⅱ層：17.3％）、の割合が高くな

っています。反面、「専門学校」（Ⅰ層：13.8％ Ⅱ層：18.5％）、「大学」（Ⅰ層：34.5％ 

Ⅱ層：54.6％）の割合は低くなっています。また、Ⅱ層と比較してⅠ層では子どもの進学に

ついての希望が「高校」と「大学」の 2極化に近い状況であり、希望する選択肢が少ない状

況である様子がうかがえます。 

 

 

 

■あなたは将来どの学校まで進学したいですか（子ども回答） 

Ⅱ層と比較してⅠ層では「中学校」（Ⅰ層：34.5％ Ⅱ層：21.7％）、が高くなっており、

「高等学校」（Ⅰ層：6.9％ Ⅱ層：24.1％）、「専門学校」（Ⅰ層：10.3％ Ⅱ層：22.5％）

の割合は低くなっています。この差については、出来るだけ早く社会人となり、収入を得る

ことを希望していることも要因の１つだと考えられます。 

 

  

0.4

0.3

48.3

17.3

20.8

13.8

18.5

15.9

2.4

2.3

34.5

54.6

53.5

3.4

6.8

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ層(n=29)

Ⅱ層(n=249)

全体(n=346)

中学校 高等学校 専門学校 短期大学
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２ 取り組みの方向性 

（１）将来像 

本町の将来を担っている子どもたちは、かけがえのない地域の宝です。 

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が親か

ら子へと世代を超えて連鎖するいわゆる「貧困の連鎖」につながらないように、対策を総合的に

推進することが重要です。 

そのためには、家庭の経済的状況にかかわらず、子どもが積極的に自分の生き方を選択し自立

できるように、町民一人ひとりが子どもたちを支え協働しながら子どもの育ちを支える体制づく

りが必要です。 

町民・関係団体・関係機関等が積極的に連携し、すべての子どもたちが将来の夢や目標の実現

に向かって自分の能力・可能性を伸ばすことができるような地域社会を実現することを理想的な

将来像として掲げ、取組みの推進に努めます。 
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（２）基本方針 

前項に掲げた将来像の実現のために、４つの基本方針に基づいて計画の推進を図ります。 

基本方針１ 教育の支援 

子どもに学ぶ意欲や能力があっても、家庭の経済状況などによって、学習や進学を諦めざ

るを得なくなり、そのことが成人後の就労などにも影響し、貧困が次の世代に連鎖してしま

うことが問題になっています。 

貧困の連鎖を断ち切るため、乳幼児期からの早期教育や質の高い保育・教育を受け、生涯

にわたって必要な知識や能力を習得することができるよう、保育所および学校の体制整備と

公的な支援を行います。また、教育の質が世帯の事情や経済状況などに左右されたり、教育

の機会が奪われたりすることがないよう、支援の充実を図ります。 

基本方針２ 生活・就労の支援 

子どもの生活は、保護者や同居者の就労状況や暮らしに大きく左右されてしまい、また、

子どもの健康や生活習慣の悪化がさらなる生活困難につながってしまう悪循環が見られま

す。 

生活が困難な状況にある子どもを支援するため、必要な日常生活習慣を身に付けられるよ

う支援を行います。 

また、親子ともに健やかな生活を送ることができるよう、保護者の就労支援を行うほか、

子ども・若者に対しても就労への支援の充実を図ります。 

基本方針３ 経済的支援 

様々な事情により十分な就業が難しい世帯やその子どもに対して経済的な支援を行うこ

とは、子どもたちの将来への投資であり、貧困の連鎖の解消を図る上で重要となります。 

本町においても、子育て、教育、医療などの支出に対して負担感や不安感を感じる人が多

くなっています。 

経済的困難を抱える家庭に必要な支援が届くよう、教育・保育や進学にかかる費用の軽減

のほか、各種手当や医療費助成等の適切な支給を推進します。 

基本方針４ 連携体制等の構築 

子どもの貧困は、見ようとしなければ見えない、見えてこない問題です。 

子どもの SOS に気づくため、地域全体で問題や困りごとを発見できる環境を整備しま

す。また、関係機関・団体との連携・協力を図りながら、発見・支援のためのネットワーク

を構築するとともに、必要な支援に迅速につなげることができる体制を整備します。 
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３ 取り組みの内容 

（１）教育の支援 

貧困の世代間連鎖を解消するために、「学校」を子どもの貧困対策のプラットフォーム※１と位

置付け、学校教育による学力保障、学校を窓口とした福祉関係部門等との連携、地域の人材を活

用した学びの場づくり、就学前教育・保育支援などを通じて、総合的に対策を推進します。 

また、保育を必要とする子育て家庭のニーズに対応するため、子どもの成育環境や教育・保育

体制の整備、改善充実を図ります。 

さらに、教育の機会均等を保障するため、教育にかかる経済的負担の軽減を図ります。 

 

①学校教育の充実 

施 策 内 容 

教職員に対する啓発 子どもの貧困対策における学校のプラットフォームとしての

位置付けや、子どもの貧困問題に関する教職員の理解を深め

るための研修会等を開催します。 

キャリア教育に関する学習 小学校においては、夢や希望、憧れる自分へのイメージを持た

せ、勤労を重んじ目標に向かって努力する態度を身に付ける

学習に取り組みます。また、中学校においては、自分の進路計

画の設定や暫定的な職業選択など、生き方や進路に関して学

ぶ機会を提供します。 

乳児期・幼児期から小学校・

中学校への円滑な連携 

保育所・幼稚園・認定こども園から小学校、小学校から中学校

へと子どもの育ちと学びを円滑につなげられるよう、子ども

の成長を切れ目なく支援します。 

 

②学校を窓口とした福祉関係部門等との連携 

施 策 内 容 

専門職の力を活用した 

相談体制の充実 

学校や子どもが抱える貧困を含めた様々な問題解決に向け

て、スクールカウンセラー※２やスクールソーシャルワーカー

※３等の専門家の力を活用した各学校における相談体制の充実

を図ります。 

学校をプラットフォームと

した教育・福祉関係部門等の 

連携 

貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォームとして学校を

位置付け、学校、教育委員会、こども未来課などが連携し、総

合的な子どもの貧困対策を展開します。 

 

 

 

  

＊１ プラットフォーム：あるものを動かすために必要な、土台となる環境のこと。 

＊２ スクールカウンセラー：学校において児童・生徒の生活上の問題や悩みの相談に応じるとともに、保護者や教職員に対して指

導・助言を行う専門家。多くは臨床心理士があてられ、SC と略される。 

＊３ スクールソーシャルワーカー：児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みについて、児童の友人、学校、地域への働
きかけや、公的機関との連携といった福祉的なアプローチによって解決を支援する専門職。社会

福祉士や精神保健福祉士などの他、教職や福祉の経験者が就く場合もある。SSW と略す。 
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③地域の人材を活用した学びの場づくり 

施 策 内 容 

多世代交流の推進 教育・保育施設や学校等において、高齢者や事業者など地域の

人材を活用した学びの場を提供します。また、公民館など地域

の身近な場所を活用した多世代交流を推進することで子ども

の広い学びを支援します。 

 

④就学前教育・保育の充実 

施 策 内 容 

就学前教育・保育の質の向上 幼児教育と保育に携わる職員に対する研修の充実を図ること

により、幼児教育・保育の現場に求められる資質と専門性の向

上に努めます。 

多様化するニーズに応じた 

保育サービスの充実 

子育て家庭の様々なニーズに対応するため、延長保育や一時

預かり、病児・病後児保育など保育サービスの充実に取り組み

ます。 

 

⑤就学支援の充実 

施 策 内 容 

就学援助の周知の拡充 就学援助事業の一層の充実を図るため、小学校・中学校におけ

る周知に加え、広報誌やホームページの活用など町民がいつ

でも知ることのできる広報に取り組みます。 
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（２）生活・就労の支援 

保護者の自立支援のために、心身の健康を確保し、社会参加の機会等にも配慮しながら、相談

事業の充実や情報提供を図るとともに、また、子どもの生活の支援として、地域力を活かした居

場所づくりや、食育など成長段階に応じた切れ目のない支援を実施します。 

貧困の状況にある世帯の生活を安定させるために、子育てと仕事の両立など、保護者が働きや

すい環境づくりを行うとともに、ひとり親家庭の親の学び直しの支援やハローワークと連携した

就労機会の確保、離職者等に対する就業相談等に関する情報提供を行います。 

また、貧困の連鎖を防止するために、子どもに労働に対する意識を持たせ、就業相談等の就労

支援に取り組みます。 

 

①子どもたちの居場所づくり 

施 策 内 容 

放課後児童クラブの 

内容充実 

発達段階に応じた主体的な生活や遊びを通じて、きめ細かい

対応を行うとともに、学校、家庭、地域等が連携し、様々な体

験・交流活動の機会を提供します。 

多世代交流の推進【再掲】 教育・保育施設や学校等において、高齢者や事業者など地域の

人材を活用した学びの場を提供します。また、公民館など地域

の身近な場所を活用した多世代交流を推進することで子ども

の広い学びを支援します。 

親子で過ごせる 

居場所づくり 

親子が定期的に集い、情報交換を行うとともに、お互いに悩み

を打ち明け、相談し合う場の提供に努めます。 

 

②子どもの健康・生活への支援 

施 策 内 容 

子どもの発育・発達の支援 すべての子どもが健やかに生まれ、育つよう妊婦健康診査、乳

児訪問指導、乳幼児健康診査などの母子保健施策の取組を推

進します。また、発達・発育に課題を抱えている子どもの支援

の充実に取り組みます。 

成長・発達段階に応じた 

食育の推進 

乳幼児期から思春期までの発達段階に応じた食に関する学習

の機会や食事づくりなどの体験活動を推進します。また、学校

や地域と連携した食育の取組などを通して、子どもの発育状

況、栄養状況を把握し、必要に応じた栄養が確保できるよう食

育や栄養指導の充実を図ります。 
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③子どもの将来に向けた支援の充実 

施 策 内 容 

キャリア教育に関する学習 

【再掲】 

小学校においては、夢や希望、憧れる自分へのイメージを持た

せ、勤労を重んじ目標に向かって努力する態度を身に付ける

学習に取り組みます。また、中学校においては、自分の進路計

画の設定や暫定的な職業選択など、生き方や進路に関して学

ぶ機会を提供します。 

職場体験の推進 働くことに対する理解を深めるとともに、職業文化や経済・流

通の仕組みを理解するため、引き続き中学生等を対象に、職場

体験を実施します。 

子どもの就労支援 すべての子どもが、より良い就業により、安定した生活が送れ

るよう、資格取得やキャリア相談など必要に応じて、就業相談

や情報提供等に努めます。 

 

④保護者の就労支援 

施 策 内 容 

保護者の就労支援 くまもと若者サポートステーションやハローワーク、県と連

携し、就職説明会や求人に関する情報提供、就職相談などを行

います。 

ひとり親家庭等の自立支援 ひとり親家庭等の経済的な自立を支援するため、相談業務の

充実や自立に向けた啓発に努めます。また、能力開発を目的と

する教育訓練受講や資格取得のための情報提供を行います。 
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⑤保護者の健康確保 

施 策 内 容 

保護者の健康面に対しての 

専門的な対応 

保護者が健康診断やがん検診を受診しやすい体制を整えま

す。また、保健師などによる訪問指導や健康相談の実施に努

め、保護者の健康に関する不安を解消します。 

 

⑥暮らしへの支援 

施 策 内 容 

保護者が抱える様々な問題

に対しての相談業務 

保護者が抱える様々な問題について随時相談に応じ、必要に

応じて関係機関へつなぎます。また、養育上の課題を抱える家

庭に対し、養育支援訪問を実施し、家事支援・育児支援を実施

します。 

住まい確保のための助成 指定地域における新築住宅の取得を支援する助成制度（益城

町定住促進補助金等）を継続して実施します。 

 

（３）経済的支援 

貧困の状況にある家庭の生活を下支えするために、法律等に基づき、生活保護費の支給や児童

扶養手当などの各種手当の支給のほか、必要な資金の貸付等の経済的支援を行います。また、生

活困窮世帯等に対して、医療費等の助成や、教育費、生活費等の減免により、経済的な支援を行

います。 

 

①生活を支える経済的な支援 

施 策 内 容 

子育て世帯への経済的な 

支援 

子育ての経済的な負担を軽減するため、中学校３年生までの

子どもの医療費の助成、多子世帯及び生活困窮世帯の保育料

の負担軽減などの支援に取り組みます。 

ひとり親家庭等への 

経済的な支援 

各種手当等の支給やひとり親家庭等の医療費の助成などに取

り組みます。また、貸付金に関する情報提供を行います。 

生活に困難を抱えている世

帯への経済的な支援 

生活困窮世帯などに対して、関係機関と連携し教育資金など

の貸付による支援を行います。また、低所得者世帯などが保育

施設等を利用する際の保育料の負担軽減などの支援に取り組

みます。 
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（４）連携体制等の構築 

子どもの貧困対策には、貧困の状況にいる子ども、貧困の状況に陥る恐れのある子どもに対し、

早期かつ一貫性があり、切れ目のない支援体制の確立が必要とされています。 

国が示す３つの「つなぐ」※と地域の実情を踏まえ、各種施策を組み合わせるなど、子どもの

成長・発達段階に応じて、切れ目なく教育と福祉をつなぎ、関係行政機関、地域などもつなぐた

めの支援体制を整備します。 

 

※国が示す３つの「つなぐ」（「子供の貧困対策に関する大綱」より） 

①子どもの発達・成長段階に応じて切れ目なく「つなぐ」 

②教育と福祉を「つなぐ」 

③関係行政機関、企業、自治会などを「つなぐ」 

 

 

①相談体制の整備・充実 

施 策 内 容 

総合的な児童虐待防止の 

推進 

益城町こども未来課を子どもの虐待対策の総合相談窓口と

し、学校、関係行政機関、地域企業、自治会その他関係者との

連携を強化します。また、必要に応じて、益城町要保護児童対

策及びＤＶ防止対策地域協議会において具体的な支援策を講

じ、関係機関と連携して訪問を実施するほか、養育支援訪問事

業を活用し、適切な支援を行います。 

妊娠期からの切れ目ない 

支援 

子育て世代包括支援センターを整備し、妊娠期から出産・子育

て期まで切れ目のない支援に努めます。 

相談・対応体制の充実 相談を適切な対応に結び付けるために、各種研修会への参加

による職員のスキルアップを図るとともに、専門職員の配置

など各機関の体制充実と連携強化を図ります。 
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第７章  計画の推進に向けて  

 

１ 家庭・地域・事業者・行政の役割 

（１）家庭の役割 

保護者は、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、家庭が子ども

の基本的生活習慣の確立や人格形成等にとって重要な役割と責任を持っていることを認識する

必要があります。 

このことを踏まえ、子どもとのスキンシップやコミュニケーションを通して、明るい家庭を築

くとともに、子どもの発達段階に応じた適切な家庭教育を行うよう努めることが必要です。 

また、家庭では、男女が協力して子育てを進めることが大切であり、女性だけが子育てに大き

な負担を負うことがないようにしなければなりません。 

 

（２）地域の役割 

子どもにとって、地域は充実した健全な日常生活を営んでいく上で重要な場であり、子どもは

地域との関わりの中で社会性を身につけ、成長していきます。 

そのため、地域は、家庭環境、心身の障がいの有無等にかかわらず、すべての子どもが、地域

住民との交流を通じて健全に成長できるよう支援していくことが大切です。 

また、地域全体で子育て中の家庭を支え、子どもの「自ら育とうとする力」を伸ばすため、地

域で活動している様々な団体が、行政や住民と連携し、互いに補いながら子どもの健全な成長を

支援することが重要です。 

 

（３）事業者の役割 

働いているすべての人が、仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できる

ようにするとともに、職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などを解消し、働きやすい職

場環境をつくることが大切です。 

そのため、事業者・職場自体が、このような職場環境をつくるよう努めるとともに、働く人々

がこのような認識を深めることが重要です。 

 

（４）行政の役割 

行政は、子育て支援のための保健・医療・福祉、教育、労働、住宅、生活環境など多様な分野

にわたる取組が必要であるため、関係部局間の連携を図り、総合的な施策の推進に努めます。 

また、国、県、保健所、児童相談所等の関係機関との連携の一層の強化に努め、施策・事業等

の計画的な推進を図って行きます。  



第７章 計画の推進に向けて 
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２ 計画の推進体制 

本町では、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供するため、円滑な事務

の実施を含め庁内関係部局間の密接な連携を図るとともに、県との間においても、幼稚園の運営

の状況等必要な情報を共有し、共同で指導監督を行う等相互に密接な連携を図ります。 

また、住民が希望する教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を円滑に利用できるよう、

町域を超えた利用を想定して、近接する市町村と連携を図り、迅速に調整等が行われるように努

めます。 

さらに、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施し、地域の実情に応じて

計画的な基盤整備を行うため、行政と教育・保育施設、地域型保育事業の実施主体等が相互に連

携し、協働しながら取組を進めていきます。 

一方、子ども・子育て支援において地域の中核的な役割を担う認定こども園、幼稚園及び保育

所は、地域型保育事業や地域子ども・子育て支援事業の実施主体との連携を支援するとともに、

子ども・子育て支援を行う実施主体同士相互の密接な連携を支援します。 

また、保育を利用する子どもが小学校就学後に円滑に放課後児童クラブを利用できるよう、相

互の連携に努めます。 

 

 

３ 計画の達成状況の点検・評価 

本町では、こども未来課が中心となって、進捗状況を把握・点検し、「益城町子ども・子育て

会議」において、その内容について評価を行います。 

また、本計画の記載内容である教育・保育事業や地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」

及び「確保方策」については、国の制度や社会状況の変化によって大きく変動することも起こり

うることから、必要に応じて見直しを行うこととします。 
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資料編  

 

１ 益城町子ども・子育て会議条例 

 

平成25年９月19日条例第33号 

改正 平成28年12月21日条例第31号 

益城町子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項の規定に

基づき、益城町子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(３) 公募により選ばれた者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集し、そ

の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 子ども・子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子

ども・子育て会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年12月21日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成28年６月１日から適用する。 

  



 

70 

２ 益城町子ども・子育て会議委員名簿 

 

No. 役 職 名 氏 名 

１ 熊本学園大学社会福祉学部准教授 今吉 光弘 

２ 益城町議会福祉常任委員長 吉村 建文 

３ ＮＰＯ法人 おおきな木理事長 木村 由美子 

４ 益城町民児協議会主任児童委員 森田 恭子 

５ 津森小学校長 大塚 芳生 

６ 益城町立益城幼稚園長 津田 美保 

７ 益城町立第四保育所長 渡邉 倫子 

８ 広崎保育園長 秋口 仁美 

９ 益城町学童保育団体連絡協議会指導員代表 福山 佐代子 

10 益城町ＰＴＡ連絡協議会会長 堀川 俊夫 

11 益城町立第二幼稚園保護者代表 田上 紗織 

12 益城町立第四保育所保護者代表 外村 貴代美 

13 益城町学童保育団体連絡協議会保護者代表 本田 めぐみ 
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